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はじめに 
 

１　手引き改訂の背景と目的 
 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災では、避難生活において多くの課題が生

じた。例えば、様々な疾患の発生及び悪化、高齢者、障害者、妊婦等の要配慮者に必

要なケア及び対応の不足、指定避難所以外の避難所及び在宅の被災者に支援が行き渡

らない等といったものがあげられる。 

さらに、令和６年１月１日に発生した能登半島地震においては、トイレ等の避難生

活環境、直接死を上回る災害関連死の発生等、様々な課題が浮き彫りになった。 

こうした過去の災害の課題を踏まえ、国は令和７年７月に災害対策基本法（昭和36

年法律第223号）を改正した。この改正では、避難所における生活環境の整備及び避難

所以外の場所に滞在する被災者への配慮について被災者に関する情報を把握するとと

もに、一人ひとりに寄り添った福祉サービス等の提供について対策が図られている。 

また、大規模かつ広域的な災害が発生した東日本大震災及び孤立地域が多数発生し

た令和６年能登半島地震では、公的な支援活動が被災地全体に行き渡らないという事

態が発生した。避難所運営においても、行政の指定した避難所以外に自然発生的に避

難所が立ち上がり、行政に頼るのではなく住民の支え合いによる運営が行われた。こ

のことにより、行政の支援機能（公助）と地域の支え合い（共助）、住民一人ひとり

の日頃からの取組（自助）の連携が、防災の基本であり地域防災力の要となることが

再認識されている。 

 

　県では、これらの課題を踏まえ、南海トラフ地震のような大規模かつ広域的な災

害が発生した場合には、避難者を含めた地域の方々が主体となって避難所の運営がで

きるような体制を整えておく必要があると考えている。そのため、避難所運営のため

の手引き（平成21年３月策定）を見直し、次のように整理を行った。 

 

 

　避難所の運営が円滑に行われるよう、こうした資料を活用し、避難所運営マニュア

ルの整備に取り組んでいただきたい。 

　なお、今回取りまとめた資料は、南海トラフ地震等の大規模災害に備えたものであ

り、避難所開設の必要性が事前に予測可能な台風等の災害及び規模の小さな災害にお

いては、行政の手による被災者支援を行うことが基本となる。こうした場合には、別

途の検討が必要であることを申し添える。  

 名称 内容

 大規模災害に備えた避難所運営マニュアル

作成の手引き（平成26年10月策定、令和８

年３月改定）（以下「手引き」という。）

災害時の対応の基礎となる考え方、及

び避難所の開設から閉鎖に至るまでの

具体的な活動内容及び手順等を整理。

 避難所運営マニュアル作成のすすめ～地域

で南海トラフ地震に備える～（平成26年10

月策定、令和８年３月改定）

避難所運営マニュアルの作成を住民の

皆様に呼び掛ける。

 避難所運営マニュアル作成ノウハウ集（平

成28年８月）（以下「作成例」という。）

実際の避難所運営マニュアルの作成を

容易にする。

 大規模災害に備えた避難所運営について

（解説）（平成26年10月策定、令和８年３

月改定）（本書）

市町村担当職員及び自主防災組織のリ

ーダー向けにより多くの情報を収録。
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２　用語の説明 
 

【自助】 

住民一人ひとりが、自らの生命及び身体、財産を守るために、日頃から必要な備え

を行うとともに、災害発生時には適切に行動できるよう、災害に備えること。 

 

【共助】 

　　自主防災組織をはじめとした地域を構成する様々な人々及び団体が、一人ひとりの

生命及び身体を守るために、日頃から連帯感を強め、支え合い、災害発生時には相互

に助け合うこと。 

 

【公助】 

　　県及び市町村等の公的機関が、自助及び共助の取組が活性化するための支援並びに

行政自らが取組むべき社会基盤及び災害対応体制の整備を行うこと。 

 

【要配慮者】 

災害対策基本法第８条第２項第17号では「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配

慮を要する者」と定義されているが、本ガイドラインでは具体的に以下に例示する。

なお、災害により負傷した者及び地域の地理に不慣れな旅行客も要配慮者となり得る

ことに留意する。 

（１）高齢者（一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯、家族と同居しているもの

の日中は一人になることが多い高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者等） 

（２）身体障害者（視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者、内部障害者等） 

（３）知的障害者 

（４）精神障害者 

（５）発達障害者 

（６）高次脳機能障害者 

（７）若年性認知症を有する者 

（８）重症心身障害児（者） 

（９）医療的ケア児（者） 

（10）生活支援が必要な難病患者 

（11）常時特別な医療等を必要とする在宅療養者（人工呼吸器使用者、在宅酸素療

法者等の医療機器等を使用している者、人工透析を受けている者等） 

（12）乳幼児、児童 

（13）妊産婦 

（14）外国人（日本語の理解が十分でない者） 

 

【避難行動要支援者】 

要配慮者のうち、災害が発生した又は発生するおそれがある場合に、自ら避難する

ことが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を有する者。

避難能力の有無は主として以下に着目して判断することが想定される。 

（１）警戒及び避難勧告及び指示等の災害関係情報の取得能力 

（２）避難そのものの必要性及び避難方法等についての判断能力 

（３）避難行動をとる上で必要な身体能力 

 

【避難支援等関係者】 

消防機関、県警、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支

援等の実施に携わる関係者 
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【避難支援者】 

（１）避難準備支援者：平時に家具転倒防止、非常持出し品の準備等の支援を行う者 

（２）避難行動支援者：発災直後の避難行動における移動の支援を行う者 

（３）避難生活支援者：避難生活における支援を行う者 

 

【在宅被災者】 

災害発生後も自宅に留まったり、避難所での共同生活が困難となって自宅に戻った

方で、ライフラインの停止等によって自力での生活が困難で、食料及び物資の配給を

必要とする者。余震、二次災害のおそれ及び情報不足により不安を感じる者もこれに

含む。 

 

【広域避難者】 

居住する市町村では避難所が十分に確保できないため、県内の他の市町村又は他県に

避難した者。 

 

【帰宅困難者】 

通勤、通学、所用等により居住地域外にいる時に被災し、交通、移動手段の途絶等

によって帰宅が困難になった者（通勤者、通学者、観光客及び買物客等）。 

 

【DMAT（災害派遣医療チーム）】 

災害発生直後の急性期（概ね48時間以内）に活動が開始できる機動性を持った、専

門的な研修及び訓練を受けたチームで、その構成は、医師１名、看護師２名、業務調

整員（医師及び看護師以外の医療職又は事務職員）１名の４名を基本としている。 

 

【DWAT（災害派遣福祉チーム）】 

　　災害発生時に避難所等において、福祉的な視点からの支援を行い、要配慮者の要介

護状態の重度化などを防止するとともに、安定的な日常生活への移行を支援するチー

ムで、社会福祉士や介護福祉士、ケアマネジャー等により構成され、１チーム４～６

名を基本としている。 

 

【医療救護所】 

傷病者をトリアージした上で手当や応急処置等を行うために市町村により設置され

る。 

 

【災害関連死】 

当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死

亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）に基づき災害が原因

で死亡したものと認められたもの（平成31年４月３日内閣府事務連絡）。 

 

【時間軸について】 

○避難所運営に視点をおいた時間軸 

初動期：災害発生直後～72時間の避難所の運営が始まる時期 

展開期：72時間～３週間程度の避難所運営が徐々に軌道に乗る時期 

安定期：概ね３週間目以降の避難所運営が安定的に行われる時期 

撤収期：ライフラインが回復し、避難者が自宅又は仮設住宅に移ることによって

避難所が閉鎖に向かう時期 
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○優先事項に視点をおいた時間軸 

生命確保期：発災直後に避難及び救助により助かった命の確保が最優先事項とな

る時期。作成例では、概ね発災後72時間を生命確保期として取りま

とめを行っている。 

生活確保期：次第に生活が安定し始め、被災者自身による自主的な運営が行われ

る時期。作成例では、概ね発災後72時間以降から生活確保期に移行

するものとして取りまとめを行っている。 

 
 
 
 

３　避難所運営における共助と公助 
 

（１）　避難所の住民が主体となった運営の必要性 

避難所の開設及び運営は市町村が行うのが基本である。しかし、大規模災害時に

は人命最優先で対応しなければならない事態が数多く発生するため、避難所運営ま

では手が回らないことも考えられる。そのため、市町村職員及び施設管理者が不在

であっても、避難者を含めた地域の方々が主体となって避難所の開設及び運営がで

きるような体制を整えておく必要がある。 

そのためには、市町村は、避難所ごとに、発災前から地域の方々も参加した避難

所運営のための組織づくり行い、避難所運営マニュアルの作成、訓練、運営に必要

な資源の準備を進めることが重要である。こうした取組みを進めることによって、

地域住民が主体となった避難所運営組織が、その場の状況に応じた判断及び活動を

自律的に実施できる環境を整えることができる。 

 

（２）　避難所における共助及び公助の連携並びに管理運営の視点 

指定避難所では、単に情報収受及び物資提供に留まらず、保健、医療、福祉等、

幅広い分野において、避難所を拠点とした行政及びボランティアによる被災者支援

活動の実施が考えられる。こういった活動の運営にも、避難者をはじめとする住民

の協力を得ることが必要である。しかし、支援活動の中には専門性を持った対応が

必要な領域も多く存在する。そこで、重要となるのが、避難所における共助と市町

村の公助との連携である。 

また、運営責任者には、避難所での様々な活動全体を広い視野で見渡し、適切に

管理運営を行っていくための知識及び判断が求められる。そのためには、被災者の

ニーズ及び活用可能な人的物的資源等の情報を把握し、市町村も含めた関係部署と

調整の上、決定事項を迅速に周知し、共助と公助が密に連携して実施していくこと

が重要である。 
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※本書において、特に記載のない限り、「災対本部」とは市町村災害対策本部のことを示す。
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【参考】避難所運営に関連する高知県の計画等について 

 分野 名称 内容

 保健 高知県南海トラフ地

震時保健活動ガイド

ラインVer.3.1 
（保健政策課）

南海トラフ地震時に被災市町村が保健活動を展開する際の指

針となるよう、被災市町村の視点で発災時から復興期までの保

健活動の内容を整理したもの。

 高知県自然災害時保

健活動ガイドライン

（一般災害対策編） 
（保健政策課）

台風や豪雨による洪水、高潮、山崩れ等の土砂災害等の自然災

害（一般災害）時における、市町村の保健活動の重要な視点や参

考資料等を整理したもの。

 高知県南海トラフ地

震時栄養・食生活支

援活動ガイドライン

Ver.2 
（保健政策課）

市町村の地域防災計画や保健活動マニュアルの作成・見直しの

参考として、また、給食施設のBCPの作成支援の参考とすること

を目的に作成したもので、高知県南海トラフ地震時保健活動ガイ

ドラインの栄養・食生活支援活動について示したもの。

 在宅要医療者災害支

援マニュアル 
（健康対策課）

人工呼吸器使用者、在宅酸素療法者、人工透析患者等、常時

医療が必要な方が、大規模災害が起こった時に療養生活を継続

できるよう、患者・家族、医療、介護、行政関係者等の日頃の

備えと発災時の支援策をまとめたもの。

 災害時の心のケアマ

ニュアル 第２版 
（障害保健支援課）

南海トラフ地震等大規模災害時に備え、発災直後から心のケ

ア活動が行えるよう、精神科医療の確保、心のケアチーム活動

及び関係機関の役割等の体制づくりを行うための手引き。災害

時に現地で支援にあたる行政職員に必要と思われる心のケアに

関する基礎知識をまとめたもの。

 医療 災害時医療救護計画 
（保健政策課、医療

政策課、健康対策

課、薬務衛生課、

障害保健支援課）

南海トラフ地震発生時等の医療救護活動について、市町村、

県、医療機関等の関係機関の体制と活動内容を示したもの。

 高知DMAT運用計画 
（保健政策課）

県内外で、地震、台風等の自然災害等が発生した場合に、迅

速に救出・救助部門と合同して救急治療を行うための専門的な

研修を受けた災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣や出動の際の

編成及び運用等に関し、必要な事項を定めたもの。

 福祉 福祉避難所設置・運

営に関するガイドラ

イン 
（地域福祉政策課） 

高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等については、一

般的な避難所では生活に支障を来たす可能性があるため、福祉

避難所において何らかの特別な配慮をする必要がある。このた

め、災害発生後の福祉避難所の設置・運営への活用や、平常時

の事前対策等、市町村が独自のマニュアル作成に活用できるも

のとして作成したもの。

 災害ボランティア活

動支援マニュアル 
（県社会福祉協議会）

南海トラフ地震等大規模災害の発生時に被災地の生活復旧・

復興にあたる災害ボランティアセンターの設置に関する手順を

示したもの。

 社会福祉施設防災対

策指針  
（長寿社会課、障害

福祉課、子ども家

庭課）

災害時において社会福祉施設で取組むべき防災対策をまとめ

たもの。防災活動全体の理解と各施設での具体的な取組をサポ

ートするもの。

 災害時における要配

慮者の避難支援ガイ

ドライン 
（地域福祉政策課） 

大規模災害に備え、避難支援が必要な方への支援について、

市町村が行うべきこと、地域で取り組むべきこと、住民一人ひ

とりが取り組むべきことの指針として定めたもの。

 避難所における要配

慮者支援ガイド 
（南海トラフ地震対

策課）

　避難所運営に携わる方が、要配慮者の特性や避難所での困りご

とを理解し、必要に応じて手助けが行えるよう、支援や対応方法

をまとめたもの。
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４　本書の使い方 

 

地域住民が主体となった避難所運営を進めるため、避難所運営マニュアルの作成に

取り組むことができるように、自主防災組織及び地域住民向けに、以下の３つの資料

を取りまとめている。 

○避難所運営マニュアル作成のすすめ　～ 地域で南海トラフ地震に備える ～ 

○大規模災害に備えた避難所運営マニュアル作成の手引き 

○避難所運営マニュアル作成例 

 

これに加え、自主防災組織のリーダー及び市町村担当職員向けの詳しい資料として、

本書を取りまとめている。地域での話し合いを進める中で、さらに詳しい説明が必要

な際等に活用いただきたい。 

○大規模災害に備えた避難所運営について（解説）（本書） 

 

（１）　避難所運営マニュアル作成のすすめ　～ 地域で南海トラフ地震に備える ～ 

○避難所運営マニュアル作成のすすめは、地域住民の皆さんに避難所運営について、

事前に話し合いを行っておくことの重要性を理解していただき、地域で取り組み

を始めるきっかけづくりに活用していただくことを想定している。 

 

（２）　大規模災害に備えた避難所運営マニュアル作成の手引き、避難所運営マニュア

ル作成例 

○大規模災害に備えた避難所運営マニュアル作成の手引き（平成26年10月、令和８

年３月改定）及び避難所運営マニュアル作成例（平成26年10月）は、実際に地域

の皆さんが、避難所運営マニュアルを作成する際に参考となる情報を取りまとめ

ている。手引きを参考に、地域で話し合いを進め、徐々に作成例のような内容に、

取り組みを充実させていくような使用方法を想定している。避難所の運営責任者

が必要となる活動全体を把握するだけでなく、地域住民が自分の役割を容易に把

握でき、かつ自律的に行動できるよう活動班ごとにマニュアルを作成している。 

 

（３）　大規模災害に備えた避難所運営について（解説）（本書） 

○自主防災組織のリーダー及び市町村職員が、地域での避難所運営についての話

し合いの際に活用する。検討する視点及び課題の解決に向けたアドバイスを行

う際等の活用を想定している。東日本大震災及び令和６年能登半島地震の避難

生活で得られた避難所運営における課題を踏まえ、マニュアル作成に着手する

段階及び作成後の運営訓練についても具体例を記載し、単にマニュアル作りが

目的とならないように工夫している。 

 

（４）　手引きの目的と目指す最終ゴール 

○手引きを中心とする関連資料は、災害時における避難所の混乱を防ぎ、円滑な

避難所運営が行われることを目的に、地域住民主体の避難所運営を進める取組

を支援するためにまとめたものである。 

 

○「災害時の対応は、平時の応用問題」と言われるように、運営マニュアルの完

成が災害時の対策になるものではない。マニュアルを活用し、平時から地域で

避難所運営訓練等を実施し、体験的に得られた気づき及び課題、その解決策を

地域で共有することによって住民一人ひとりの災害対応力と地域の共助力を高

めていくことが最大の対策であり、手引きの目指す最終ゴールである。 
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第１部　避難所運営の基本原則～地域における避難所のあり方～ 
 

１　避難所の種類 
 

大規模災害発生時には、指定避難所以外にも様々な避難所が自然発生的に立ち上が

ることが予想される。過去の教訓から以下のような種類が想定される。 

 

　①指定避難所 

　　　指定避難所は、被災者が一定期間避難できる施設として市町村が指定している。

原則は避難の必要がある人が避難する場所である。指定避難所は指定緊急避難場所

を兼ねる場合もある。発災時には指定避難所に直接避難してくる人も数多く出てく

ることが予想される。また、電気、水道等のライフラインが途絶するような大規模

な震災が発生した場合、災害が収まった後、避難行動要支援者を含め地域住民の多

くが食料、物資及び生活に関連する支援を求めて指定避難所に移動してくると考え

られる。 

 

　②指定外避難所 

　　　市町村から避難所に指定されていない地域の寺社及び集会所等において、住民が

結果的に避難する場所である。東日本大震災ではこのような避難所が自然発生した

が、本県でも同様に避難所の役割を担う可能性が考えられる。 

 

　③在宅避難 

　　　災害発生時には、そのまま自宅へ留まる人もいる。理由としては、自宅が耐震性

能に優れている、津波被害がない等様々だが、避難所まで自力で移動することがで

きないといった本人の意思ではなく、他者からの支援が得られなかった等の理由で

止むを得ず自宅へ留まる人もいる。 

　　　また、これまでの災害では、いったんは指定避難所等に避難したものの、個別の事情

で共同生活が難しく、止むを得ず半損壊した自宅に戻る要配慮者等の方も多かった。 

 

　④車中泊避難 

　　　避難所での避難生活が必要にもかかわらず、様々な理由により止むを得ず車で避

難生活を送る避難者もいる。 

なお、緊急時に避難行動として車で避難することとは異なるものである。 

 

　⑤福祉避難所 

　　　福祉避難所は、一般の指定避難所では生活が困難な介助の必要な高齢者及び障害

者等に配慮して、災害の規模に応じ、市町村によって開設が適当とされた場合に設

置される避難所である。 

 

　◎類似名称に注意：「指定緊急避難場所」 

　　　指定緊急避難場所は、洪水及び津波等の災害の種類ごとに安全性等の一定の基準

を満たす施設又は場所として市町村長が指定しており、避難行動要支援者を含め地

域住民が命を守るため、まず避難する場所である。そのため、災害の危険が収まれ

ば自宅又は避難所に移動する。 

　　　県では特に、津波から一時的に避難するための高台及び避難ビル等、市町村があ

らかじめ指定した場所及び施設を「津波避難場所」と呼んでいる。 
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【ポイント】 

 

 

 

 
 

 
［補足：避難所の確保について］ 

※なお、市町村は、管内の公共施設のみでは避難所を量的に確保することが困難な場合に

は、旅館、ホテル、企業の社屋の一部（ロビー、会議室等）、企業の研修施設及び福利

厚生施設（運動施設、寮、保養所等）等を活用できるよう事前に協定を締結する等の対

策を行っておくこと。 

 

 

 

 

２　避難所について 
 

（１）　指定避難所の役割と機能 

　　　大規模かつ広域的な災害が発生すれば、ライフラインをはじめとするほぼ全ての日

常生活機能が停止し、移動手段及び通信手段も一時途絶することが予想される。指定

避難所においては、発災直後はその厳しい状況の中で、避難及び救助によって助かっ

た生命の安全を確保することが最優先となる。状況が次第に安定してくれば、指定避

難所はそこに避難している住民の生活の場となる。良好な居住性の確保、食料、衣

料、医薬品、生活用品又は保健医療福祉サービスの提供といった、生活環境の整備が

求められる。また、同時に指定避難所は、指定外避難所、在宅、車中泊等で避難生活

を送る被災者を支えるための物資、情報、人等の支援拠点としての役割も担う。 

 

【ポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市町村は、災害の種別及び地域の特性に応じて避難所を指定し、必要な資機

材等を整備した上で、地域住民が個別の事情並びに居住エリア及び生活エリ

ア等に応じて避難できるように、平時から周知を図る。 

○周知に際しては、要配慮者の特性等に配慮した多様な伝達手段を用いる。

○本県が目指すのは、以下の役割を担う指定避難所の運営である。 

・生命確保期においては、住民等の生命の安全を確保する場となる。 

・生活確保期においては、避難者の生活の場となり、一つのコミュニティと

なる。 

・同時に地域で避難生活を送る全ての被災者のための情報、物資、人の支援

拠点となる。 
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（２）　避難所の開設及び運営主体 

避難所の開設及び運営は市町村が行うのが基本である。しかしながら、大規模災

害に際しては、行政職員及び施設職員が不在であっても、できるだけ速やかに避難

所を開設及び運営することが必要となる。 

そこで、手引きにおいては、避難所は、基本的に地域住民（避難者、自主防災組

織及び自治会）、市町村、施設管理者の三者の協力のもと、地域住民が主体となっ

て開設及び運営することを目指している。このため、平時においては、災害発生時

の避難所運営のための準備（避難所運営マニュアル、備蓄品の用意、運営訓練の実

施等）を行うための組織として、避難所準備委員会を設置するよう想定している。 

災害発生後の初動期においては、避難所準備委員会のメンバー及び最初に避難所

に到着した避難者（近隣住民等）を、避難所開設と初期運営の応急的な主体として

位置付ける。 

初動期を過ぎて状況がある程度落ち着いてくれば、避難所準備委員会のメンバーと、

避難者の中から互選された住民の代表者らが、行政職員及び施設職員の協力を得て避

難所運営委員会を立ち上げ、その役を引き継ぐ。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ポイント】 

 
 

 

○避難所の運営においては、避難者をはじめとする地域住民が主体となった運

営ができる体制を整えておく必要がある。 

・初動期（発災直後）は、避難所準備委員会及び最初に到着した避難者が中

心となって応急的な避難所運営を行い、避難所の開設に当たる。 

・展開期以降は、避難所準備委員会と避難者の中から互選された住民代表者

等が協力して避難所運営委員会を立ち上げ、運営を引き継ぐ。 

 

○避難所の運営に関して、市町村は、地域住民、避難所の施設管理者とともに

避難所準備委員会を事前に立ち上げておくほか、災害発生後には運営支援に

当たる。 

・発災直後に市町村が対応できることは限られるため、市町村は平時のマニ

ュアル作り及び訓練に力を注ぐ。 

・発災後、市町村災害対策本部（以下「災対本部」という。）は、できるだ

け速やかに、食料及び物資の配給、医療、福祉、保健サービスの供給等を

行い、避難所の運営を支援する。
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（３）　避難所における活動 

避難所の運営に求められる活動は、大別すると以下のように分類される。 

 

 
※上記活動については指定避難所のみならず、在宅被災者及び指定外避難所等を含めた地

域全体の被災者に対しても同様に行われるべきものである。 
 

※また、避難所における支援活動は被災者の生活再建という最終目標を視野に入れ、その

対応力の向上に繋げていくことが重要である。したがって、被災者の自立及び地域のコ

ミュニティ維持を妨げることのないよう留意が必要である。 

 

【ポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分　野 項　目 内 容

 

安全及び 

生活基盤

①安全の確保 生命及び身体の安全確保

 
②水、食料、物資の提供

水、食料、被服、寝具等の提供

 避難生活で必要な様々な物資の提供

 

③生活場所の提供

就寝及び安息の場の提供

 最低限の暑さ及び寒さ対策

 プライバシーの確保及び防犯対策

 男女共同参画の視点での配慮

 医療、 

保健、 

福祉

④健康の維持

巡回による保健医療サービスと連携し

た心身の健康維持への取組

 要配慮者に対する介護支援

 衛生 ⑤衛生的環境の提供 トイレ、入浴、ゴミ処理及び清掃

 

 

情報

⑥災対本部への報告と情

報収集

被災状況及び避難者数の報告

 被害情報、復旧情報及び復興支援情報

の収集

 ⑦被災者ニーズの収集 避難者及び地域の被災者のニーズ把握

 ⑧生活支援情報の提供 店舗及び医療機関等の営業情報の提供

 ⑨復興支援情報の提供 生活再建、仮設住宅、復興情報の提供

 
コミュニ 

ティ支援

⑩コミュニティの維持及

び形成の支援

避難者同士の励まし合い及び助け合い

 従前のコミュニティの維持

 ⑪ルール及び秩序の維持 防火及び防犯のための見回りの実施

○避難所に求められる様々な活動を実施していくために、以下のことを行う。 

・「いつ」、「誰が」、「どこで」、「なにを」、「なぜ」、「どのよう

に」実施していくかを明確にする。 

・次に「計画」→「訓練」→「点検」→「改善」していく仕組み（PDCAサイクル）

を平時から各地域において構築する。 

以上のことが、災害時における避難所の円滑な運営に繋がる。 

 

○このことについて本ガイドラインの第２部、第３部で具体的に記述した。
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３　指定避難所を拠点とした連携 
 

在宅及び指定外避難所で避難生活を送る被災者に対する避難生活支援（食料、支

援物資及び必要な情報の受け渡し等）は、指定避難所を拠点として行う。 

 

【指定避難所を拠点とした主な情報、物資及び人の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
 

 

 
※図に示したもの以外に、避難所においては、自治体間、国（DMAT、DWAT等）及び職能団体等

による保健・医療・福祉に関する支援が行われます（高知県南海トラフ地震時保健活動ガイ

ドライン Ver.3.1（令和５年12月改訂版）P22）。 

【ポイント】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○災対本部と指定避難所との連携 

・情報伝達及び物資供給の方法については、市町村がその手段及び計画を平

時から検討しておく。 

 

○指定避難所、在宅及び指定外避難所との連携 

・情報伝達及び物資供給の方法については、避難所準備委員会が主体となっ

て、その手段及びルールについて平時から話し合っておき、住民間で共有

しておく。 

・その際、市町村がコーディネーターとして調整を行う。
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４　避難所の避難者の構成及び規模による運営の違い 
 

地域の特性、人口規模、住民構成等によって、一口に避難所といっても状況はそれ

ぞれ違う。東日本大震災時の避難所生活に関する様々な検証から、避難所の構成規模

によって運営の課題及び解決のポイントが異なることが分かっている。 

円滑な避難所運営のためにはこの違いを理解し、活かしていくことが重要である。 

 

【避難所の避難者の構成及び規模】 

 

【運営の課題及び解決のポイントの違い】 

地域複合型の避難所 

 

地域単独型の避難所 

 

【ポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域複合型の避難所 

（大規模な避難所）

複数の地域（自治会、自主防災組織）によって構成され

る。避難者が互いに顔の見えない関係である。

 地域単独型の避難所 

（小規模な避難所）

単独の地域（自治会、自主防災組織）によって構成され

る。避難者が互いに顔の見えやすい関係である。

 メリット 課題 解決のポイント

 ・人手が多い。 ・複数の地域の自主防災

組織の共同運営となる

ため、運営上の意見の

食い違い及び衝突が起

こりやすい。 
・顔の見えない関係の中

ではトラブル及び犯罪

が起こりやすい。

・関係する自主防災組織の間で、

役員選び及び意思決定のルール

づくりについて平時から避難所

準備委員会において協議してお

く。その際、市町村が調整を行

う。 
・避難者（住民）の中に様々な専

門力を持つ人材がいる可能性が

高いため、その人材の活用を図

る。

 メリット 課題 解決のポイント

 ・リーダーシップが発

揮しやすい。 
・顔の見える関係なの

で、共助の支え合い

が自然に機能する。

・人手が少ない。 ・災対本部との連携方法につい

て、平時からよく調整をしてお

く。

○避難所の避難者の構成及び規模（地域複合型か、地域単独型か）によって、運

営の課題が違うことを理解し、準備を行う。 

 

○特に地域複合型の避難所において重要となる項目について、第２部以降、以下

のマークを付加したので参考にされたい。 

複：地域複合型の避難所で特に重要となる項目
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第２部　平時に必要な対策 
 

１　地域が主体となった避難所の運営体制構築の流れ 
　 

県が公表した震度分布及び津波浸水予測の結果を基に推計された被害想定によると、

南海トラフ地震によって本県では、多くの避難者が発生すると想定されている。東日

本大震災では、発災から３日目のピーク時に全国で約47万人の避難者が発生し、各地

の避難所で市町村の人的支援が滞ったが、本県でもまさに同様の事態が想定され、市

町村主導の避難所運営は考えにくい。 

また、地域又は集落単位で丸ごと避難せざるを得ない状況においては、避難所はそ

のまま一つの地域コミュニティと言える。発災以前の地域の繋がりを活かして、住民

が主体となって支え合いの精神で避難所生活を営むことが必要である。そうすること

で、互いに配慮しながら食料及び物資を分け合う、要配慮者のニーズ及びSOSを見落

とさない、といった共助の力も発揮される。このことは、避難所生活の先にある住民

の生活再建及び地域再建を目指す上でも大変重要である。 

このような意義を、市町村は住民にしっかり周知及び啓発を行いながら、地域の中

で避難所運営の中核を担う組織と人材を育成していくことが必要である。 

  

【避難所の運営体制構築の流れ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【ポイント】 

 
○目標とするゴールは、避難所運営の準備活動が住民主体で継続されていくこ

とである。 

 

○市町村は、これら一連の取組におけるコーディネーターとして、人的及び財

政的支援等に努める。



- 18 - 

　第２部　平時に必要な対策

 

２　避難所運営の準備組織の立ち上げ 
 

（１）　関係者で避難所に関して話し合う機会の設定 

まずは市町村から、自主防災組織、自治会及び避難所となる施設の管理者に声を

掛け、地域住民が主体となった運営体制の必要性を理解してもらうため、関係者で

話し合う機会を設定する。その際には、地域の多様な主体（高齢者及び障害者等の

要配慮者、地元の事業所及び様々な専門力を持ったNPO組織等）に呼び掛け、参加し

てもらうことが重要となる。方法としては、ワークショップ及び勉強会等により、

自分達の地域での避難生活について考えてもらうことで、運営マニュアル作成作業

への足掛かりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】関係者による話し合い（ワークショップ）のテーマ例② 

テーマ：「よりよい避難所のあり方を考える」 

目　的：発災時の避難所をより具体的にイメージする 

方　法：過去の震災の資料等を見て、どういったことが問題となったのか、また、 

　　　　それにどのように対応したのか、避難所生活に対する理解を深める 

 
○阪神・淡路大震災時の避難所の様子（平成７年） 

 
 
 

 
 
 
 
神戸市の避難所（出典：神戸市震災記録写真集） 
 

○東日本大震災時の避難所の様子（平成23年） 

   
左から、 

３月11日夜の宮城県多賀城市の避難所（出典:国土交通省東北地方整備局 震災伝承館 305436：多賀城市） 
３月13日の福島県南相馬市の避難所（出典:国土交通省東北地方整備局 震災伝承館 400095：南相馬市） 
４月７日の宮城県女川町の避難所（宮城県女川町提供）

複

【参考】関係者による話し合い（ワークショップ）のテーマ例① 

テーマ：「地域が被災した時の避難生活を想像してみよう」 

目　的：地域が受ける被害を想定し、地域の抱える課題と地域の持つ潜在的な対応

力について考える。 

方　法：地域内における人、物資、知識等を書き出し、被災後の生活を送る視点か

ら強み及び弱みとして分類し、課題への対応に結びつける。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OQ0IWmU6IW10AM&tbnid=evHKpmPZb3i99M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dri.ne.jp/shiryo/sinsai/kataritsugu/kataru_02.htm&ei=7KlLUuu6MI3YkgXpx4C4BA&psig=AFQjCNHbZAeFaw7QiWxOxXOD9u6eio8y5w&ust=1380772387206638
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4LJum8gg5s6hxM&tbnid=sFfgJz_BeNYWZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xn--eckybs4evd.com/blog/?p=1073&ei=C5dLUp-MKI_2kAX-r4CYCw&bvm=bv.53371865%2Cd.dGI&psig=AFQjCNHSDfRP_vfZ8WvT2vULjzp30d6_Vg&ust=1380771933548020
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【ポイント】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）　図上型防災訓練を活用した取組の動機付け 

県では、平成25年度からHUG（ハグ、避難所運営訓練）及びDIG（ディグ、災害図

上訓練）の２種類の図上型防災訓練の開催の支援をしている。これらの訓練を自主

防災組織をはじめとする話し合いのメンバーで行ってみることで、避難所運営に必

要な知識及び考え方を身に付け、地域における避難所運営準備活動への関心を高め

ることが期待できる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）　避難所準備委員会の立ち上げ 

地域が主体となった避難所運営への理解が深まったら、災害時に備えて、避難所

ごとの避難所準備委員会を編成する。この組織が、平時には避難所運営マニュアル

の作成、避難所開設及び運営訓練の企画及び実施等、運営準備活動の中心として機

能し、また、発災後は、初期避難者と協力して避難所の開設及び運営にあたる。 

避難所準備委員会は、以下のようなメンバーで構成される。 

・自治会及び自主防災組織の代表者等 

・市町村の避難所担当職員 

・施設管理者 

・民生委員、児童委員等 

・地域の各種団体、地元の企業及び事業所等 

なお、避難所準備委員会は災害発生後、避難者の中から互選された住民代表者ら

をメンバーに加え、避難所運営委員会に移行する。 

 

【ポイント】 

 

 

 

 

○様々な立場の人が参加することで多様な視点からの気づき及び発見が得られるた

め、自主防災組織及び自治会だけでなく広く住民に参加を呼び掛け、高齢者、障

害者、乳幼児、児童等の要配慮者とその家族も参加しやすい場づくりを行う。 

 

○市町村は、地域において住民主体の話し合いが推進されるよう、その調整に努

める。 

　・話し合う機会の設定及び話し合いのための資料の提供等を行う。 

　・地域の多様な主体を繋ぐパイプ役となる。 

　・要配慮者が参加する際のサポートを行う。

【参考】図上型防災訓練の事例 

テーマ：「HUG（ハグ、避難所運営訓練）」 

目　的：避難所運営をみんなで考える 

方　法：HUGは、避難所運営を図上で模擬体験するゲーム。避難者の年齢、性

別、住所、それぞれが抱える事情等が書かれたカードを使い、避難所と

なる体育館、教室に見立てた平面図にどれだけ適切に受入れができる

か、また、避難所で起こる様々な出来事にどう対応していくか、みんな

で意見を出し合い考えながら、避難所の運営を学ぶことができる。 

※問い合わせは高知県危機管理部南海トラフ地震対策課（088-823-9317）まで。 

○避難所運営に様々な視点を取り入れることが、円滑な運営の鍵となる。避難所

準備（運営）委員会の中に、女性、障害者、介護経験者等、多様な立場の人に

参加してもらうよう呼び掛けていく。

複
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班長 総括班

班長 情報班

班長 管理班

班長 相談班

班長 食料班

班長 保健班

班長 要配慮者支援班

班長 巡回警備班

班長 居住班①

避
難
所
運
営
支
援
班

災
害
対
策
本
部

市町村

災
害
対
策
本
部

県 指定避難所

委員長

副委員長

居住組

班長 居住班②

代表者

指定外
避難所

在宅

班長 物資班

班長 避難者交流班

班長 ボランティア班

班長 環境班

地域

代表者

班長 在宅等支援班

避難所運営委員会

避難所
担当職員

施設管理者

運営本部

避難所準備委員会

活動班

 

３　避難所運営に関する事前協議 

（１）　事前協議の必要な項目 

発災後の様々な状況を想定し、避難所準備委員会で、運営に関する下記のような

点に関して、事前に協議を行うことが必要である。 

・想定される収容者数及びその居住範囲（市町村からの情報提供） 

・運営に必要となる組織及びそのための人員の確保。 

・避難所として活用できるスペースの確認及びその用途の割り付け。 

・避難所の開設及び運営におけるルール及びその周知方法。 

 

（２）　準備のための組織体制 

避難所準備委員会は、下記のような構成で組織化しておくことが必要である。 

・役員と活動班員の数は、避難者数の２～３割程度を目安とする。 

・避難者数が少なければ、班の統合及び兼任をして運営する。 

・避難所の利用を想定する地区の範囲が複数の地域（複数の自主防災組織及び自治

会）にまたがる場合は、それぞれの地域から人員を出し合って組織を編成する。 

・委員は、特定の性別どちらか一方に偏らないように割り当てる。また、正、副の

配置に当たっても同様の考え方で配置する。 

 

【避難所運営委員会の組織構成（例）】 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複

複
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◆避難所準備委員会編成名簿　様式１ 

 
［補足：組織の編成にあたって］ 

※避難所準備（運営）委員会の構成員について 
・委員会への女性の参画目標は３割を目安とする（避難所における良好な生活環境の確

保に向けた取組指針（内閣府　令和６年12月）より）。 
・委員会の役員は、前年度末又は新年度当初に各地区から選出しておく。 

 
※市町村の避難所担当職員について 

・避難所の構成規模にもよるが、避難所担当職員は原則として２名以上が望ましい。た

だし、大規模災害時には、避難所に市町村の担当職員が配置されないことも想定され

る。 
・発災後、各施設に派遣された避難所担当職員は、主に総括班をサポートしつつ、避難

所運営全体への支援を行う。また、市町村の災対本部と連携して、避難所における課

題解決のための要請及び調整を行う。 
・担当職員の選任にあたっては、特に専門職の配置について、被災後の復旧活動への影響

を考慮し、担当から外しておく、又は早期に外すといった配慮が必要となる。 
 
※災対本部と避難所運営支援班について 

・発災後は、災対本部の中に避難所運営支援班（名称が異なり他の業務と兼ねる場合が

ある。）が設置される。 
・避難所運営支援班は、各避難所における被災者の要望の把握、他の地方公共団体等か

らの応援及びボランティア等の応援団体の派遣調整等を行う。 
 
※施設管理者について 

・発災後、施設管理者は、主に管理班をサポートしつつ、避難所全体の施設管理への指

導及びアドバイスを行う。 
 
※活動班について（活動班の構成例を次ページに示す。） 

・活動班とは、班長を中心に避難所で必要な活動を実行する班であり、避難所運営が安

定した後は、当番となった各居住班を指導する形で活動を行う。 
・小規模な避難所では全ての活動班を立ち上げることは難しいため、いくつかの班を適

宜統合して数を減らし運営する。 
→ 統合例は、P22を参照 

・地域の中には様々な職業、資格及び得意分野を持った住民並びに事業所等が存在する

ので、平時からそういった人的資源を把握し、発災時に運営に参画してもらうよう呼

び掛ける。 
 
※居住班について 

・居住班とは、避難スペースごとに避難所収容者を10～数十人単位でグループ化したも

ので、居住していた自治会等を基に顔見知りの者達同士で複数の班を編成する。 
・食料及び物資の配給、清掃活動といった避難所運営の活動を行う際の基礎単位となる。 
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【活動班構成の参考例】 
 

（避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針（平成25年８月策定、令和６年12月改定、内閣府）を参考に作成） 

 

○また、地域の状況に応じて、以下のような活動班を設けることも有効である。 

 

【ポイント】 

 

 

 

 

 

【参考】小規模な避難所での活動班の統合例 

 

 班　名 役　割

 総括班 避難所運営本部の補助、各班の業務の調整

 
情報班 災対本部等との連絡及び調整の窓口、情報収集及び情報提供

 管理班 避難者数及び避難者の属性等の把握、施設の利用管理

 相談班 避難者のニーズ把握、避難者からの相談対応

 食料班 食料の管理及び配給、炊き出しの指導

 物資班 物資の管理及び配給、ニーズの把握

 環境班 生活衛生環境の管理、避難所内の清掃指導、ペットの受入れ

 
保健班

被災者の健康状態の把握、感染症予防対策並びに医療及び保

健の巡回診療

 要配慮者支援班 要配慮者の支援

 巡回警備班 避難所の防火及び防犯対策

 避難者交流班 避難者の生きがいづくりのための交流の場の提供

 ボランティア班 ボランティアの要請、調整

 

在宅等支援班

避難所以外の地域の被災者（在宅避難者、避難所外車中泊避

難者等）等、指定避難所以外の地域の被災者を把握するとと

もに指定避難所の拠点機能を活用する際の支援及び調整

 統合班名 統合理由

 総括・情報班 活動内容が近いので統合しやすい

 
管理・相談・避難者交流班

管理班の仕事は初動期に、相談・避難者交流班の仕

事は展開期以降が忙しいため、活動を分散できる。

 食料・物資班 活動内容が近いので統合しやすい

 環境・巡回警備班 活動エリアが重なるので効率的に動ける

 保健・要配慮者支援班 活動内容が近いので統合しやすい

 ボランティア・在宅等支援班 活動エリアが重なるので効率的に動ける

○活動班は、避難所の規模に応じて、統合及び兼任といった対応も考えられる

が、その場合も避難所の役割及び果たすべき基本機能は変わらない。 

→ P12～14も参照
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（３）　避難所となる施設の利用計画の策定 

避難所として開放する範囲について、施設管理者と十分に協議し、下記の機能を

割り当てた施設利用計画を策定する。協議した結果は図面化して、施設の備蓄庫等

に保管し、避難訓練時及び災害時にすぐに取り出し使用できるようにしておく。 

 

【居住スペース】 

避難者の寝所となる空間（スフィア基準に沿って１人当たり最低3.5㎡が必要） 

【共有スペース】 

避難者全員が共有利用する次のような空間 

　→ 詳細は47～50ページを参照 

（凡例 ●：立ち上げ時から必要な空間　★：男女別に設けるべき空間　◆：冷暖房への配慮が必要な空

間） 

 

【参考】その他の事前に協議すべき項目のヒント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 避難所運営用 救援活動用 避難生活用 その他

 ●避難者受付 ◆●福祉避難室 ◆●女性用スペース 
（授乳等） 

★●仮設トイレ

 運営本部 ◆●救護室 ●ゴミ集積場

 広報場所 
（屋内、屋外）

◆●物資等の保管場所 ★●更衣室 ●炊事、炊き出し

場所  ●物資等の配給場所 相談室

 会議場所（休憩

所と兼用）

公衆電話の設置

場所

休憩所（会議場

所と兼用）

★仮設入浴場

 ★洗濯、物干場所

 子ども用スペース

（遊び、勉強）

手洗い場

 ●ペットスペース

 喫煙場所

 駐車場

指定避難所について 

○鍵の管理体制は？ 

○夜間の開錠方法は？ 

○建物の安全確認の方法は？ 

○施設の利用ルールは？ 

○通信環境はある？

初動対応について 

○建物の安全確認前の避難者の待

機場所は？ 

○建物内で避難者を収容可能な空

間は？（施設利用計画を作成） 

○関係者の役割分担は？

指定外避難所（車中泊避難を含む）

及び在宅被災者への支援について 

○食料、物資の受け渡し方法は？ 

○要望、情報の受発信の方法は？

備蓄及び管理について 

○備蓄品目及び備蓄量は？ 

○平時における備蓄品の管理体制は？ 

○平時から避難予定者の名簿及びカ

ードは準備可能か？ 

○平時と発災後の名簿の管理方法は？

地域の特性等について 

○施設への収容可能人数は？ 

○地域内の避難予定者は？ 

（自治会又は集落単位で把握） 

○住民の年齢層は？ 

○地理的特長は？

福祉避難所及び救護所の連携について 

○専門性を有する地域の人的資源の

確保は？ 

○対象者の搬送方法は？
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【ポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）　事前協議した内容の共有 

市町村と避難所準備委員会が協力し、協議した内容（避難所運営マニュアル及び

避難所での生活ルール等）について、関係者間だけでなく広く地域住民に周知して

おく。 

地域内での情報共有手段については、回覧板及び自治会及び自主防災組織の会合

での報告等、地域の状況等に応じて実施する。 

 

 

○三者による事前協議の大前提として、市町村は、当該施設の管理（所有）者

と、物資の備蓄、災害時の利用関係、費用負担等について明確にしておくこ

とが必要である。 

○また、市町村は、特に避難所となる施設が学校の場合は学校が教育活動の場

であることに配慮する必要がある。避難所としての機能は応急的なものであ

ることを認識の上、事前に教育委員会等の関係部局及び地域住民等関係者及

び団体と調整を図っておくこと。
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４　避難所運営のマニュアルづくり 
 
（１）　避難所ごとの運営マニュアルの作成 

避難所準備委員会が主体となって、事前に協議した内容を基に、各避難所ごとの

運営マニュアルを取りまとめる。避難所運営マニュアルの作成にあたっては、別冊

として用意した「マニュアル作成編」を活用する。 

 

【ポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５　避難所の施設整備について 
 
（１）　施設の耐震化及びバリアフリー化の推進 

避難所となる施設について、市町村は、耐震性、耐火性の確保に加え、天井等の

非構造部材の耐震対策を図り、災害により重大な被害が及ばないよう整備すること

が望ましい。また、生活面に配慮し、平時からバリアフリー化しておくことが望ま

しい。 

その際、防災・安全交付金、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金、高知

県地域集会所耐震化促進事業費補助金により、その工事費を国費により補助する等

の支援が講じられているので、その活用等も検討する。 

 

【ポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）　学校施設の整備 

避難所となる学校施設の整備については、公立学校施設整備事業等による支援が

講じられている。また、文部科学省の熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整備に

関する検討会において「熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整備について」緊急

提言（平成28年７月29日）が取りまとめられている。市町村は、これを参考にされ

たい。 

 

 
 

○市町村は、避難所となる施設の耐震診断及び耐震改修を実施する。 

○また市町村は、バリアフリー化されていない施設について、以下のような設備

の整備に努める。 

・障害者用トイレ。 
・建物入り口へのスロープ等、段差解消のための設備。

○マニュアルは、いったん策定した後も定期的に見直していくことが必要であ

る。マニュアルを作ったからといって終わりではない。避難所開設及び運営訓

練等を通じた様々な経験の中で課題及び解決策を検証しながら、マニュアルが

その地域の状況に合うように見直され、地域住民が主体になって避難所運営が

できるようになることが、取組みの最終ゴールである。

複
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６　避難所における備蓄等の管理について 
 

（１）　避難所の備蓄管理計画 

これまで避難所においては、施設の収容能力を考慮した上で食料、飲料水、日用

品等の備蓄計画が進められてきた。しかしながら、災害対策基本法等の一部を改正

する法律（平成25年法律第54号）によって、指定避難所は、在宅及び自然発生した

指定外避難所等も含めた地域の全ての被災者への支援拠点となることが規定された。

それにより、今後は施設の収容能力ではなく地域の被災者数を見据えた備蓄が必要

になることも想定される。 

市町村においては、公的備蓄（市町村が、事前に防災倉庫や避難所等に備蓄して

いる物資）とは別に、流通備蓄（市町村が、協定等に基づき民間の小売店等から調

達する物資）の活用も重要となる。また、地域住民に対して個人備蓄を呼び掛けて

いくことが重要である。 

一方、地域の側においても、自助及び共助による備蓄の重要性を認識し、積極的

に備えていくことが重要である。 

 

（２）　避難所における備蓄（公的備蓄） 

市町村が主体となり、避難所の運営に必要なものを準備、補充する。備蓄品目と

数量はリスト化し、避難所で保管すると同時に、住民にも周知を図る。また、保管

場所の入口に品目リストを貼る等、発災時の混乱の中でもすぐに取り出し、使用で

きるよう備える。 

 

【避難所における備蓄品の例】 

 種類 一般 要配慮者対応

 食料、 
飲料水

アルファ米、クラッカー、飲料水

（１人１日３㍑）、インスタント食

品、缶詰、調味料等

アルファ粥、缶詰粥、流動食、粉ミル

ク、離乳食、アレルギー対応の粉ミル

ク、ミルク、離乳食、宗教及び習慣に配

慮した食料品（ハラール食品等）等

 生活用品 毛布、タオルケット、布団等、タオ

ル類、洋服上下（大人/子供）、下

着、肌着、靴下、靴等、雨具、防寒

着等

哺乳瓶（消毒液（ミルトン）、消毒ケース）､

ガーゼ、脱脂綿、紙コップ（哺乳用）、スプ

ーン、ストロー、紙おむつ（乳幼児用、介護

用）、おしりふき、ベビーバス、簡易ベッ

ド、杖、歩行器、車いす、白杖、老眼鏡等

 日用品 石鹸、水不使用の歯磨用品、洗面器、

ティッシュペーパー、ビニール袋

（大中小）等

口腔ケア用品

 衛生用品 組立トイレ（洋式/和式）、携帯トイレ、手すり付きバリアフリートイレ（車い

す対応）、トイレットペーパー、生理用品、トイレ消臭剤等

 救急用品 救急セット等、マスク、手指消毒液等

 燃料 マッチ、使い捨てライター、固形燃料、プロパンガス、ガソリン、石油、発電用燃料等

 炊き出し 
用品

給水用ポリタンク、給水用ポリ袋、鍋、釜、炊飯器、包丁、ガス用具等の調理

道具、やかん、茶碗、皿、箸等の食器類

 電源 自家発電装置、非常用発電機、コードリール、乾電池等

 照明機器 ろうそく、懐中電灯、ランタン、投光器等

 通信機器 無線機、衛星携帯電話、FAX、トランシーバー、情報収集用テレビ、ラジオ等

 防災資材 消火器、消火用バケツ、ツルハシ、スコップ、はしご、メガホン、テント、担架、

折りたたみ式リヤカー、台車、ゴムボート、ライフジャケット、工具セット等
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※食料品について 
・食物アレルギーを持つ者にも配慮した品目の備蓄を検討する。 
・最近の食生活の向上と保存食の多様化を踏まえ、乾パン等画一的なものにならないよう

に配慮し、高齢者にはお粥等の食べやすいもの等、要配慮者に配慮した食料品の備蓄も

検討する。 
・避難所を運営する職員の食料等の確保を検討する。 

※備蓄品の管理について 
・ガソリン、石油等については、消防法（昭和23年法律第186号）で定める危険物に規

定されているため、備蓄にあたっては同法との関係に留意する必要がある（石油類の

貯蔵量によって消防署への届出又は許可が必要な場合がある。）。 
・名簿等の個人情報については、保管方法及び管理体制について、地域、市町村及び施

設の三者で協議を行う。 
 

※備蓄品の定期点検について 
・使用期限、賞味期限のある備蓄品は、防災訓練等で点検、活用して新しいものを補充

する等、定期的に点検、更新する。 
・特に通信手段の確保は重要であることから、避難所に配備されている無線機、衛星携

帯電話について定期的に動作確認及び使用方法の訓練を行う。 
 

※物資の配送について 
・物資等を特定の施設に集中備蓄する場合は、発災後直ちに必要な避難所に届けられる

よう、市町村が仕分け、配送の計画を別途定めておく必要がある。 
 

※その他 
・飲料水の他に、トイレ、入浴、避難所の清掃、洗濯、器材の洗浄等の用途に欠かせな

い生活用水の確保が必要になる。生命の維持に不可欠な飲料水は支援物資として確保

されるが、その他の用途の水についても、感染症の防止等、衛生面の観点から、衛生

的な水を早期に確保できるようタンク、貯水槽、防災井戸等の整備に努めることが望

ましい。 
・備蓄が困難な場合又は備蓄が困難な物資（ストーマ用装具、酸素ボンベ等）について

は、市町村等が主となって、民間企業等との間に協定を締結することにより、調達体

制の整備を図る必要がある。 
・難病患者、人工透析患者、高血圧及び糖尿病等の慢性疾患の患者等の個々の治療に要

する医薬品については、市町村等が主となって、対応できる医療機関の情報等を事前

に把握しておく等、調達体制の整備を図る必要がある。 

 

【参考】 

○指定緊急避難場所への公的備蓄について 

大規模な地震災害発生時には、津波警報解除までの時間が長引く場合、風雨、

雪、真夏日といった天候の悪条件、さらに長期浸水により津波警報が解除され

ても移動方法が限られること等が想定される。そのため、自然地形の高台、津

 種類 一般 要配慮者対応

 清掃用品 ほうき、ちりとり、モップ、雑巾、バケツ、ゴミ袋、石けん、洗剤、ゴム手

袋、軍手、消毒液等

 冷暖房機器 大型扇風機、使い捨てカイロ等

 避難所運営 
用品

机、筆記用具、セロテープ、ガムテープ、カッターナイフ、カッター台、掲示

板、画びょう、ホワイトボード、模造紙、コピー用紙、電卓等　

 その他 間仕切り（パーテーション）、カーテン、殺虫剤、蚊取り線香、ダンボール

箱、新聞紙、ブルーシート、自転車、障害表示ベスト、点字マット等、浄水

器、ポリタンク、コミュニケーションボード、多言語避難者登録カード、災害

時多言語表示シート等
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波避難タワー、津波避難ビル等の指定緊急避難場所においても、生命確保に最

低限必要な毛布、飲料水、食料等の備蓄の検討が必要となる。 

 

市町村は、地域の被害想定等も参考にしながら、避難及び救助によって助か

った生命を守るために必要な品目及び数量の確保に努める。 

 

（３）　家庭における備蓄（自助としての備蓄） 

避難所での物資の不足又は配給の遅れを想定し、個人備蓄として非常持ち出し袋

を準備し、避難時に携行することを地域住民に啓発していくことも重要である。 

特に要配慮者に対しては、周囲の支援の手を借りて備えることも大切な自助であ

ることを、市町村が啓発していく。 

 

【非常持ち出し袋の準備例】 

 

［補足］ 
※特に高齢者、障害児者、既往症を持つ患者、乳幼児等の要配慮者のいる家庭においては、生

命維持及び健康維持に関わる必需品目を必ず持ち出せるよう、準備をしておくこと。 
 
※大規模災害発生時には、お薬手帳があれば医師の処方がスムーズに行われることを住民

に周知し、避難時の携行を呼び掛ける。 
 

（４）　共用場所への備蓄（共助としての備蓄） 

津波からの避難猶予時間が短いケース、避難行動要支援者の方等、避難時に生命

維持及び健康維持に関わる必需品の携行が難しいケースも想定される。 

そこで、避難所準備組織が中心となり、共助の取組として、避難予定先の避難所

等に住民共用の備蓄場所を作って個人備蓄品を保管しておく等の工夫をすることも

有効である。 

その際は、管理方法及び管理体制について、市町村担当職員及び施設管理者とも

よく協議を行う。 

 

 一般的な品目 眼鏡、補聴器、入れ歯、タオル、ティッシュペーパー、着替え、懐中

電灯、携帯ラジオ、救急医薬品、携帯電話の簡易充電器、雨具、防寒

着、ビニール袋、マスク、現金、身分証明書（マイナンバーカード、

運転免許証等）、貴重品等

 個別の品目 
（生命維持及び

健康維持に関わ

る必需品）

・お薬手帳 
・情報連絡カード 
・喘息、心臓病等の既往症の常備薬又はアレルギー薬 
・粉ミルク、哺乳ビン、飲料水、紙おむつ、おしりふき 
・生理用品 
・大人用の介護おむつ、携帯トイレ 
 
〈じん臓障害〉透析手帳又は透析検査データのコピー等 
〈呼吸器障害〉携帯用酸素ボンベ等 
〈ぼうこう、直腸障害〉スト－マ用装具、洗腸セット等 
〈知的障害・発達障害〉本人がこだわりを持っている身の回り品、 

本人が食べられる食べ物等 
〈肢体不自由〉おぶいひも、予備の車いす、タオルケット、補装具、 

電動車いす用バッテリー 
〈視覚障害〉手袋、眼鏡、白杖、時計（音声、触知式等）、点字板等 
〈聴覚障害〉補聴器（専用電池）、メモ用紙、筆記用具（筆談用）、笛、 

警報ブザー、メール機能付き携帯電話、携帯ラジオ等 
〈外国人〉パスポート、在留カード
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７　避難所開設及び運営訓練の実施 

 

（１）　様々な主体を巻き込んだ訓練の実施 

作成した避難所運営マニュアルに基づき、自主防災組織、自治会、地域住民が中

心となって、避難所となる施設及び関係機関と連携しながら、地域ぐるみでの避難

所の開設及び運営の訓練に取組んでいくことが重要である。 

訓練には地域の様々な主体が参加することが望ましいが、特に避難所となる学校

等及び地域が連携した訓練を実施することで、幅広い住民層が参加することが期待

される。 

また、市町村主導で、高齢者、障害者、外国人等の災害時における要配慮者にも

参加を促し、福祉避難所及び医療機関への緊急搬送訓練等を行うことも大切である。 

 

【ポイント】 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】避難所運営訓練のテーマ例① 

テーマ：「避難所開設訓練」 

目　的：様々な時間帯の発災を想定した開設訓練 

方　法：門及び施設入口等の開錠の方法、避難者の誘導範囲、避難所としての開

放範囲等を確認し、具体的に避難所開設の手順を訓練する。 

・学校の場合：授業中、登下校中、夜間等 

・それ以外の施設：施設利用時間内、利用時間外等 

この訓練で期待できる効果： 

・発災時間によって起こりうる事態及び課題が違うことに気づく。 

・それぞれの時間帯ごとに課題への対応策を考え、円滑に避難所を開

錠する方法を身に付ける。 

・避難所開錠を擬似体験することで、その後の避難所運営への積極的

参加の意識を高める。

○幅広い世代、様々な特性を持つ住民の参加を呼び掛けることにより、それぞれ

の視点からの気づき及び解決策へのヒントも得られる。 

○完璧な訓練を目指す必要はなく、うまくいかなかった点から課題を発見し、次

の活動へ繋げていくことを目指す。

複
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【参考】避難所運営訓練のテーマ例② 

テーマ：「避難所運営準備訓練」 

目　的：避難所の開設準備及び避難者の受入れ活動を模擬体験する 

方　法：避難所開設に必要な資機材を点検し、実際に使用、体験する。 

・仮設トイレの組み立て体験。 

・避難者カード、避難者名簿等の一連の様式の記入体験。 

・その他、様々な資機材の使用体験。 

この訓練で期待できる効果： 

・避難所に備蓄されている資機材とその使用方法を知り、発災時に円

滑に使用できるようにする。 

・特に避難者カード等の名簿類を実際に記入してみることで、地域住

民及び市町村職員が様式に慣れ、避難直後の混乱を軽減する。 

・備蓄品及び資機材の使用を通して、地域住民が発災後の避難所生活

をより具体的にイメージし、運営への積極的参加の意識を高める。

【②の実施例】東京都葛飾区　平成25年２月 

テーマ：「北野小学校避難所運営訓練」 

目　的：避難所の役割を知る 

方　法：北野小学校を避難所とする自治町会、PTAを中心として様々な避難直後

の行動及び活動について模擬体験した。 

訓練メニュー 

・避難者受入れ訓練（事前に配布された避難者カードを地域ごとの受

付に提出） 

・避難空間の区割り訓練（体育館に地域ごとの区画を作成） 

・物資の配給訓練　等 

想定シナリオ 

・平成25年２月17日午前８時45分、震度６強の首都直下地震が発生

し、家屋倒壊、焼失の恐れあり、ライフラインの停止、室内に食器

棚及び書棚等が転倒、生活が困難という状況により、避難所へ避難

して生活する。 

訓練の工夫 

・地域ごとの受付は色分けしてあり、その後の訓練においても色分け

を利用した。 

・体育館での地域ごとの区画作りにはブルーシートを活用した。
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【参考】避難所運営訓練のテーマ例③ 

テーマ：「避難所生活ルールづくりワークショップ」 

目　的：準備活動の一環としての避難所生活ルールを検討、作成する 

方　法：発災後の避難生活を想定し、指定避難所での共同生活のルールを、住民

同士で話し合って作成する。 

この訓練で期待できる効果： 

・発災によって自分たちの地域及び避難所に起こりうる、様々な状況

及び課題に気づく。 

・避難所には多様な立場の人が集まってくることを知る。 

・ルールづくりを通して避難生活を多角的、具体的にイメージする。 

・自主運営の必要性、共助の重要性を実感し、運営への積極的参加の

意識を高める。 

・発災に備えて、地域の実情にあった避難所運営ルールが完成する。

【③の実施例】新潟県長岡市　平成23年11月 

テーマ：｢平日日中の災害発生に備えるワークショップ」　　　　　　　　　

「母親目線での避難所設営訓練」 

目　的：母子及び高齢者が多い時間帯の発災を考える 

方　法：①昼間は高齢者が多い山通地区での訓練 

訓練メニュー 

・町内の班ごとの安否確認。 

・消火栓及び発電機の使用方法の確認。 

②子育て中の親が多い日越地区での訓練 

訓練メニュー 

・子どもを連れて避難所まで歩き、各

自が気づいたことを地図に記入。 

・授乳室及び子どもの遊び場の確保といった母親の視点からの避

難所設営体験。 

訓練の工夫 

・これらの訓練は、ワークショップで出た意見を基に住民らが今、

備えなければならないことを決め、実際に訓練計画を立てて実施

した。 
「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針解説・事例集（平成25年３月内閣府）」から要約抜粋

【③の実施例】高知市（十津小学校）　平成23年12月 

テーマ：「いざというときのためのワークショップ　女性や子どもの視点でつ

くる避難所」 

目　的：女性及び子どもの視点でよりよい避難所のあり方を考える 

方　法：市内から集まった親子及び住民がグループに分かれ様々な活動を体験した。 

訓練メニュー 

・避難空間の区割り検討（特に障害者、妊婦、夜泣きの多い子ど

も等への配慮等） 

・避難空間づくり（実際に体育館に通路を作り、幅を検討／ダン

ボールベッドづくり等）
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【参考】避難所運営訓練のテーマ例④ 

テーマ：「避難所生活体験・宿泊訓練」 

目　的：想像と体験の違いを実感するための体験訓練 

方　法：避難所となる体育館に実際に避難し、備蓄品等を使用して宿泊模擬体

験を行う。避難の際は、自分で用意した緊急持ち出し袋を持参しても

らい、実際に使用してもらう。 

この訓練で期待できる効果： 

・避難所生活を疑似体験する、それも日中だけでなく夜間も体験する

ことで生活の場として見た時の施設の不便さ及び困り事に気づく。 

・宿泊模擬体験を通じて避難所運営への積極的参加の意識を高める。 

・緊急持ち出し袋の中身がどのように役立つかを知り、自助の備え

への意識を高める。

【④の実施例】須崎市　平成25年９月 

テーマ：「避難所開設運営訓練」 

目　的：地域住民による自主的で円滑な避難所運営を目指す 

方　法：南海トラフ地震が発生した直後から数日間の滞在を想定し、地域住民及

び須崎高校の学生等が参加して、避難所運営のポイントとなる活動の訓

練を実施した。 

訓練メニュー 

・避難者受付、名簿作成 

・応急処置 

・炊き出し 

・情報通信 

訓練の工夫 

・避難所運営訓練と同時に、災害

における相互応援に関する協定

に基づき、隣接する津野町から

の救援と津野町への被災者の搬

送訓練も実施した。
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→ 以下の事例も参照 

地域主役の避難所開設・運営訓練ヒント集（平成25年３月、内閣府）

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/gensai/pdf/hinto_web_2013_all.pdf  

 
 

【④の実施例】土佐市　平成25年11月 

テーマ：「宇佐小防災デイ・防災キャンプ」 

目　的：児童、家族、地域住民に発災時の状況を疑似体験してもらう 

方　法：①防災デイには、日中に１～６年の全学年児童とその保護者、教職員、

地域の自主防災組織、地域住民、災害ボランティアが参加し、様々な活

動を体験した。 

訓練メニュー 

・地区一斉津波避難訓練 

・煙体験 

・応急処置体験 

・防災ゲーム 

・児童引き渡し訓練 

②防災キャンプには５年生の児童、教職員、自主防災組織、災害ボラン

ティアが参加。防災デイ終了後、体育館にて想定シナリオに従い、避難

所運営シミュレーションを体験した。 

訓練メニュー 

・窓ガラスの飛散防止フィルム貼り 

・避難所運営のための活動班の模擬

活動（要配慮者の支援等） 

・毛布、アルミシートでの寝床づくり 

・ダンボールでの仕切りづくり 

・炊き出し体験 

・夜間緊急避難訓練（体育館から山

への夜間移動訓練） 

・体育館での宿泊訓練 

想定シナリオ 

・南海トラフ地震が発生。各地区で高台に避難して一夜を過ごした

後、山を越えて避難所となっている小学校に到着。支援の手はま

だ届いておらず、手元にはわずかなダンボール、山でとってきた

薪、非常持ち出し袋の中身、近隣住民にいただいたわずかな食料

のみ。体育館にはケガをした人、身体の不自由な高齢者もいる。

どうやって暮らせばいいのかみんなで考えよう。 

訓練の工夫 

・「全員に役割を持たせ行動させる」、「成功を求めず自分で考え

させる」ことをポイントとした。 

・振り返りワークシートを活用して、「個々の振り返り」→「グル

ープの振り返り」→「全体の総括」へと繋げ、訓練で得た気づき

及び課題を活かすことを重視した。
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（２）　支援団体等との連携及び活用 

地域における訓練及び勉強会に際しては、防災活動に関する支援団体等、専門性

を持った関係者のアドバイス及び協力を得ることも有効である。正しい避難準備及

び避難行動を住民に啓発できるよう、市町村はそのサポートに努める。 

 

【ポイント】 

 

 

 

 

 

【防災活動支援団体等の情報】 

 

 

（３）　避難所運営マニュアルへのフィードバック 

 
◎事前協議及び避難所運営マニュアルの継続的な更新 

訓練等を通じて得た気付き及び課題は、支援団体等のアドバイスも踏まえ、

避難所準備委員会、地域住民、施設管理者、市町村で協議を行い、必要に応じ

て随時見直していく。 
 

 

 分野 詳細情報

 防災知識を高める勉

強会及び訓練へのア

ドバイス

○こうち防災備えちょき隊 
　南海トラフ地震等の災害に備え、地域の防災力の向上を目的

に平成24年４月17日に発足した団体。隊員は、県の土木技術職

員等のOB及び特定非営利活動法人日本防災士会高知の会員等、

約160名。 
　南海トラフ地震に関する勉強会及び講座への講師派遣、地域

で津波避難計画を策定する際の技術的なアドバイス、各地域で

実施される避難訓練での現地アドバイス等を行う。派遣は無

料。 
※問い合わせは高知県危機管理部南海トラフ地震対策課まで。

 災害時の救急法訓練 ○日本赤十字社高知県支部、高知市消防局 
　災害時の救急法等に関する訓練及び講師派遣等を行ってい

る。

 外国人への防災情報

提供及び災害時の通

訳支援

○公益財団法人高知県国際交流協会 
　多言語による南海トラフ地震に備えるパンフレットや携帯カ

ードの配布、災害時語学ボランティアの養成及び登録のほか、

外国人向け南海トラフ地震対策講座や災害時の外国人支援セミ

ナーも行っている。 
→ P70も参照

 参考事例

 適切な訓練の必要性 東日本大震災では、過去に浸水した場所に建っていた施設で平時か

ら避難訓練を行っていたため、発災後そこに逃げ込んだ住民の命が

津波で失われたケースもある。

○日頃の訓練での行動が発災時に活かされることを念頭に、平時から風水害時

及び地震時の避難所をしっかり区別しておくことが重要である（避難訓練及

び避難所運営訓練をそれぞれの指定場所で行う等）。
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８　ボランティアの受入れ体制の整備 

 

（１）　一般の災害ボランティアについて 

大規模災害時には災害ボランティアによる支援活動が大きな力となる。適切な支

援を受けるためには平時から地域の受援力を高めておくことが重要である。市町村

は、平時から市町村社会福祉協議会等と連携し、災害時に全国から集まるボランテ

ィアの受入れ体制の確立を図ると同時に、自主防災組織、自治会、ボランティア関

係者との協議の場を設ける等、地域における連携体制づくりをサポートする。 

なお、福祉分野のボランティアとの連携方法については、災害時の福祉救援ボラ

ンティア活動に関するマニュアル（平成８年10月１日、厚生省社会・援護局地域福

祉課）も参照されたい。 

 

【ポイント】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

（２）　専門職ボランティアについて 

本県では、日頃から障害者に対する支援活動に従事している人及び支援に必要な

知識及び資格等を有する人を専門ボランティアとして登録し、被災した要配慮者の

支援に繋げる制度の充実を図っている。避難所への派遣及び支援方法並びに市町村

との連携方法について、現在検討を進めている。 

市町村は、これらの制度を避難所運営に活用していけるよう、平時から地域にお

ける連携体制づくりをサポートする。 

 

【高知県の取組】 

・災害時における情報支援ボランティア（手話、要約筆記）の登録制度 

→ P70も参照 

・災害支援ナース（地域災害支援ナースも含む）の養成・登録制度（公益社団法人 

高知県看護協会） 

→ P71も参照 

 

 

 

 参考事例

 専門職ボランティアの

コーディネート機能を

NPOが担った

介護、看護職等の専門職ボランティアの、避難所、施設、病院へ

のコーディネート及び避難所、施設、在宅要配慮者への物資並び

に車両の提供に、現地調査を行いながら取り組んだ（特定非営利

活動法人全国コミュニティライフサポートセンター（CLC）　宮城

県仙台市）。

○地域においては、ボランティア関係者と災害時の連携のあり方を協議する等、

平時からの連携体制づくりを進める。市町村はそのサポートを行う。 

○被災時には、ボランティアと称して様々な団体が意図を持って避難所を訪問

しようとすることから、市町村は、ボランティア受入れに関しても事前にル

ール化し、避難所準備委員会と情報を共有しておくことが望ましい。
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第３部　災害時に必要な行動 

 

１　避難所運営の流れ 
 

　　　発災後の避難所運営においては、 

　　　・発災直後に避難及び救助によって助かった命の確保が最優先事項となる時期 

　　　・次第に生活が安定し始め、被災者自身による自治的な運営が行われる時期 

　　　といった時期に分類し、設置から解消に至るまで、最優先ですべき事項及び時期

の移行につれて重要度が増してくる事項等を整理して、適切に対応していくことが

必要である。その際は、避難所環境の整備等のハード面だけでなく、その運営等に

係るソフト面についても対応を考えていく必要がある。 

　　　避難所のスペース及び支援物資等が限られた状況においては、避難者全員、又は

要配慮者全員に対する機会の平等性及び公平性だけを重視して対応することは難し

い。介助者の有無及び障害の種類又は程度に加え、医療的ケアの有無、性別、環境

が変わったことによる健康状態及び声の出しやすさ、本人の理解、家族及び周囲の

状況等、様々な事情を考慮して優先順位を付けることが必要となる。高齢者、障害

者等の枠組みにとらわれず、一番困っている人から柔軟に、機敏に、そして臨機応

変に対応することが望ましい。 
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（１）　主な活動の流れとその時間的目安 

大規模災害時の避難所の状況は、被害の規模及び地理的条件、住民特性等によって

変わるが、発災後は、概ね以下の流れと時間経過を目安に各活動を実施する。 

 

【避難所開設から撤収までの流れ：発災～発災後24時間】 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※津波による浸水、道路網の寸断、がけ崩れ等、被害の状況によっては各活動の開始が遅

れるおそれがある。 
 

 

 

 避難所の活動 共助による救助活動 市町村の動き

 津津波避難 災対本部 
の体制確保  要要配慮者の救出

 

 準備のための開錠

 ・避難者の屋外待機

 建物の安全確認 地域内の初期消火、 
救出及び救護活動

医療救護活動の実施
 ・立ち入り禁止場所の隔離

 避難所開設の判断

 避難空間の区割り

 トイレの点検及び確保

 ・仮設トイレの設置

 避難者の受入れ

 ・避難者名簿の作成

 居住スペースへの誘導

 ・多様な避難者への対応

 災対本部への報告 避難所開設状況の

把握  避難者への初期対応

 ・傷病者の把握及び応急対応 医療機関との調整

 ・要配慮者の把握及び見守り

 ・飲料水の確保及び配給

 ・食料、物資の確保及び配給 食料、物資の配給

 ・在宅被災者等への対応

 

想定される状況 

○広範囲の浸水被害 

○避難経路が危険（倒壊家屋、泥水、がけ崩れ、瓦礫等） 

○避難者の殺到（被災者の精神不安定） 

○市町村の避難所担当職員が駆け付けられない 

○避難所全体の状況把握が困難 

○余震による二次災害のおそれ 

○食料、物資の安定供給（避難者への配分）が困難 

○各種情報の不足により避難者の不安が拡大 

○要配慮者の状況把握が困難 

○避難所に安否確認の問い合わせ集中

避難

避
難
所
開
設
準
備

避
難
所
開
設

発災

24 時間

津波警報 
解除
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【避難所開設から撤収までの流れ：発災後24時間～】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
※津波による浸水、道路網の寸断、がけ崩れ等、被害の状況によっては各活動の開始が遅

れるおそれがある。 
 

 

 避難所の活動 共助による救助活動 市町村の動き

 運営委員会の立ち上げ 救出及び救護活動、 
安否確認への協力

避難所担当職員と

の連携  ・会議の開催

 ・活動班の編成

 ・居住班の編成

 避難所ルールづくり

 ・炊き出しの運用

 衛生環境の確保

 ・感染症対策

 応急救護体制の確保

 災対本部との連絡体制の確立

 ・各種情報の受発信

 ・入退所者の管理

 要配慮者の福祉避難所搬送 福祉避難所の開設

 災害ボランティアとの協力 災害ボランティア 
センターの開設  物資等供給体制の確立

 保健師との連携 医療救護活動から 
保健活動への移行  ・健康維持への取組

 ・心のケア

 避難者へのより細やかな対応

 ・入浴サービスの運用

 ・プライバシーの確保

 ・相談窓口の設置

 地域の被災者との連携体制

確立  

想定される状況 

○避難者数が流動的に変化 

○避難者の心身の健康悪化 

○汚泥、災害廃棄物により衛生環境悪化 

○食料、入浴、生活用水確保等のニーズ拡大 

○ボランティア、物資等の避難所間で格差発生 

○市町村、避難所に安否確認問い合わせ集中

24 時間

72 時間

１週間
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【避難所開設から撤収までの流れ：１週間以降～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※津波による浸水、道路網の寸断、がけ崩れ等、被害の状況によっては各活動の開始が遅

れるおそれがある。 

 

 避難所の活動 共助による救助活動 市町村の動き

 生活支援体制の確立 安否確認の継続 罹災申告の受付

 ・仮設住宅等の情報の提供 義援金等の受付

 ・就労等の情報の提供 相談窓口の開設

 多様な要望への対応

 ・多様な食事の提供

 ・必要な情報の変化への対応

 空間の再配置

 避難所ルールの見直し

 

 自立を妨げない支援 学校再開へ

 ・役割、生きがいづくり

 ・交流の場づくり 施設の本来業務の 
再開準備  

 

 緊急小口資金貸付 
制度開始  

 

 避難所統廃合 仮設住宅建設計画 
の具体化  閉鎖に向けた動き

 

想定される状況 
１週間～ 

○被災地外から支援活動本格化 

○臨時施設、民間施設での避難所統廃合の動き 

○避難者の通勤通学の再開等日常生活の一部回復 

○学校避難所で教職員が本来業務へシフト 

○避難所避難者と在宅避難者間の公平性の問題発生 
 
３週間～ 

○ライフラインの復旧 

○心の問題の顕在化 

○高齢者等の心身機能の低下 

○住宅補修、応急仮設住宅等住まいの確保が最重要課題 

○避難者退出増加、ボランティア減少により運営組織の維持困難 

○避難生活の長期化による衛生環境の悪化、自立意欲の低下等の問題発生 

○避難所の統廃合が進む 
○寒暖、害虫対策等季節変化に伴う新たなニーズ発生

1 週間

撤収

３週間
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（２）　様々な条件を加味した状況想定 

 

【参考：発生時間帯及び季節が異なる場合の状況想定】  

 

【参考：海岸地域及び中山間地域等地理的要因による状況想定】  

 

 

 条件 想定される状況（対応の留意点）

 日中 ・学校では、教職員は児童生徒の安全確保及び安否確認に追われ混乱。多数の避

難者が押しかけ、使用できるスペースが不足。 
・家族が離散し、安否及び避難先の確認が困難。 
・電話連絡は、回線混雑のために困難。 
・都市部、観光地等では、帰宅困難者が滞留。 
・火災等の発生で、使用不能の避難所が発生。地域外の避難所への移動により、

地域コミュニティが分散。 
・交通渋滞等により、避難所への職員派遣に支障。 
・住宅地では、男手が不足する一方、援護が必要な高齢者及び子どもが多数。 
・事業所、商店、交通機関等において、大規模な事故及び火災等が多発し、混

乱、パニック。 
・外出者が多く救出救助、行方不明者の捜索、安否確認及び身元確認等に支障

 夕方・

夜

・停電・暗闇により状況把握が困難。 
・暗闇のため避難所内の事故が多発。 
・日中と同様に、家族離散、事故等に伴う混乱が発生。 
・勤務時間外の発生により、市町村職員及び施設管理者の避難所への到着遅

延。

 冬季 ・寒さによる健康被害。 
・降雪により山間部の避難所が孤立。 
・インフルエンザ及び新型コロナウイルス等の感染症の流行。 
・ノロウイルス感染。

 夏季 ・暑さにより、衛生対策、保健対策が早期に必要（食品、飲料水、生ゴミ、入

浴、洗濯、害虫駆除、カビ対策等）。 
・熱中症、脱水症。 
・家庭、商店内の在庫食材及び救援食料が傷みやすく、食料の確保が困難。 
・雨が降りやすい時期は、屋外の利用（テント、グラウンド利用等）が困難。 
・降雨による二次災害の危険性。

 地域 想定される状況（対応の留意点）

 海岸 
地域

・津波による浸水及び液状化等により、避難所への避難経路及び避難路が分

断、孤立。 
・ゼロメートル地帯等では浸水が長期にわたる。 
・現在の本県の被害予測では排水完了までに最大２箇月を要する見込み。

 中山間 
地域

・地震、風水害等により、がけ崩れ及び土石流が発生。それにより避難所が被

災、孤立化。 
・高齢化率が高いため、マンパワーが著しく不足。 
・高齢者等の持病への対応が必要。避難の長期化により高齢者の身体機能が低

下（歩行困難等）
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２　各活動における運営管理の視点と対策 

 

避難所の開設 
 

（１）　準備のための避難所の開錠 

最初に到着した鍵所有者が、避難所開設準備のために施設への進入口を開錠する。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

【様々なケースへの対応】 

 

 
 
（２）　避難所の安全確認 

避難者の安全を確保するため、施設管理者又は避難所準備委員会が定めた安全確

認担当者が、避難所安全確認チェック表に基づき、目視による応急的な建物の点検

を行う。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 発災の時間帯等によっ

ては、施設管理者及び

行政職員が駆け付けら

れない。

様々なケースを想定し、複

数名が施設の鍵を保管す

る。鍵保管者は鍵の防犯対

策を行う。

○市町村の事前対策 
学校の場合は、時間帯別（教職員

がいる又はいない）の開錠者を順位

付けして５名程度決め、マニュアル

に記載している。

 参考事例

 開錠以外の対策 市内小学校、中学校等の公共施設については、休日及び夜間の発災時に

は、施設進入口のガラスを住民がハンマー等で割って施設内に避難するよ

う案内表示。夜間を考慮し、蓄光性のあるシートを採用（静岡県焼津

市）。

○事前協議で定めた地域の責任者（鍵保有者）が避難所に駆け付け、必要な箇

所を開錠する。

○応急的な点検で安全が確認されたら、市町村職員の判断により指定避難所を

開設する（市町村職員が不在の場合は、災対本部に連絡し判断を要請）。 

・立ち入り禁止と判断されたエリアには、ロープを張る等、立入禁止の表示

をする。 

・安全が確認されるまでは、避難者はグラウンド等で待機し、建物内には入

れない。 

○応急的な点検の後は、有資格者による応急危険度判定の速やかな実施を災対

本部に要請し、安全確認の徹底を図る。 

○強い余震等があった場合は、その都度、応急的な点検を行う。

担
当
：
鍵
保
有
者

担
当
：
避
難
所
準
備
委
員
会
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◆避難所安全確認チェック表　 

 
※建物の使用ができないと判断された場合は、事前に決めた優先順位に基づき、次の避難

所に避難する。 

 

【様々なケースへの対応】 

 
 

（３）　居住班の編成 

応急的な避難所運営組織（管理班）が中心となって、避難所生活における基礎単

位となる居住班を編成する。 
 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様々なケースへの対応】 

 
 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 施設管理者及び行政担当職員が直

ちに駆け付けられない可能性があ

る。

最悪の状況を想定して

事前協議を行う。

○地域の事前対策 
　平時から施設管理者及び行政

担当職員がいない場合の安全確

認者を決めておく。

 指定緊急避難場所も兼ねており、

津波避難のために屋外待機せずに

早く建物上階に避難したい。

○発災後の対応 
　原則、事前協議で決まった方

法に従う。

 夜間、雨天、冬季等で、屋外待機

が厳しい。

○発災後の対応 
　待機する避難者に毛布、カイ

ロ、雨具等の物資を提供する。

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 近くにいる親戚等をどう

するか。

顔見知りの関係の方が安心でき、

リーダーシップがとりやすい。

○発災後の対応 
　必要に応じて同じ居住班

に編成する。

 単身女性、若い女性のい

る家族をどうするか。

居住班を編成する際には女性の安

全確保についても考慮する。 
○発災後の対応 
　必要に応じて女性同士を同

じ居住班に編成する。

 帰宅困難者及び観光客を

どうするか。

一時滞在する者と地域住民は分け

て考える。

○発災後の対応 
　帰宅困難者及び観光客同

士で組を編成する。

○編成の際は、できるだけ同じ地区又は集落同士でまとめる。 

・居住班は世帯を基本単位にする 

・１班の構成人数は居住班長の目が行きわたる人数として最大でも30人とする。 

○要配慮者とその家族については、居住スペースでの避難生活が可能であれば

居住班に組み入れ、福祉避難室に収容する場合は福祉避難室単位でまとめる

こととする。

担
当
：
管
理
班

複
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（４）　避難空間の区割り 

応急的な避難所運営組織（管理班）が中心となって、事前協議において策定した

施設利用計画を参照しながら、居住スペースの他、避難所運営、救援活動、避難生活

等に必要な共有スペースを順次確保する。また、避難所として利用しない場所は立ち

入り禁止にする。 

避難所開設当初はどれだけの避難者が避難してくるか不明であるため、区割りの

際はそのことを念頭においた空間配分が必要である。また、そのことを避難者にも

あらかじめ説明を行い、臨機応変な対応をしていく必要がある。 

なお、施設の空間を避難所としてどう活用するかを事前に施設利用計画としてま

とめ、発災後すぐに使用できるよう、避難所の開設及び運営に必要な資機材と一緒

に備蓄庫等に保管しておくことが望ましい。 

 

①居住スペースの確保 

【基本行動】 

 

 

 

 
 

 

 

【様々なケースへの対応】 

 
②共有スペースの確保 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 津波警報解除後、津波被害に遭っ
たより深刻な状態の避難者が、遅
れて避難してくる。

先着した者が優先されるわけ
ではないことを避難者に周知
し、理解を得る。

○発災後の対応  
　遅れて避難してくる、よ
り深刻な状態の避難者及び
要配慮者用に、壁際等のス
ペースを確保しておく。

 要配慮者は、健常者に比べて避難
に時間が掛かるため、後から遅れ
て避難してくる。

○まず動線を確保する。 

○スフィア基準に沿って１人あたり最低3.5㎡の居住空間を確保する。 

○場所の割り当ての際は、できるだけ同じ地域の居住班同士でまとめる。 

○要配慮者及び乳幼児連れの家族を優先できるスペースを確保する。 

・壁際及びトイレに近い場所等は、高齢者及び障害者等を優先する。

○避難所の管理運営、救援活動に必要な個室等のスペースを屋内外で順次確保する。 

○特に以下の目的の個室等を優先的に確保する。 

・高齢者、障害者、難病患者、妊婦、乳幼児等の要配慮者で、体育館等の居住

スペースにいることが難しい人のためのスペース。 

・着替え及び授乳等、女性の視点に配慮した最低限のプライバシーが確保でき

るスペース。

担
当
：
管
理
班

複
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【参考】 

（凡例 ●：立ち上げ時から必要な空間 ★：男女別に設けるべき空間　◆：冷暖房への配慮が必要な空間） 
※上の表中で「福祉避難室」のように「室」と記述している場所は、できるだけ個室を確保す

ることが望ましい空間。個室が確保できない場合は、間仕切り等を使って要配慮者スペース

等として運用する。 
 

 

 区分 設置場所等

 
①
避
難
所
運
営
用

●避難者の受付所 ・居住スペースの入口近くに設ける。

 運営本部 ・居住スペースの入口近くに、受付とともに設ける。 
・個室を確保できない場合は、長机等で囲って事務スペ

ースを設け、名簿等の重要物は別室（施設管理者の部

屋、職員室等）で保管してもらう。

 ●広報場所 ・避難スペースの玄関近くに、受付とともに設ける。 
・避難者及び在宅被災者に災対本部等からの情報を伝え

るための広報掲示板と避難所運営用の伝言板を区別し

て設置する。

 ▼会議場所 ・運営本部及び休憩所等において、避難所運営会議が行

える場所を確保する（専用の場所である必要はな

い。）。

 仮眠所 
（避難所運営者用）

・事務室及び仮設テント等において、運営委員会役員用

の仮眠所を確保する。

 
②
救
援
活
動
用

◆●福祉避難室 ・和室及び空調設備がある部屋等を優先的に割り当て

る。

 ◆●救護室 ・施設の医務室を利用する等して、応急の医療活動がで

きる空間を確保する。

 ◆●物資等の保管室 ・救援物資等を収納、管理する場所を設ける。

 物資等の荷下ろし場 ・トラックが進入しやすい場所を確保する。

 ●物資等の配給場所 ・物資及び食料を配布する場所を設ける。天候に左右さ

れないよう、屋根のある広い場所を確保するか、又は

屋外にテントを張ることが考えられる。

 公衆電話の設置場所 ・当初は屋根のある屋外等、在宅被災者も利用できる場

所に設置し、時間経過とともに、避難所内の居住スペ

ースに声が聞こえない所に設置する。

 
③
避
難
生
活
用

◆●女性用スペース 
（兼授乳場所）

・女性用スペースは授乳場所も兼ねるため、速やかに個室

を確保する（又は間仕切りでスペースを確保する。）。

 ★●更衣室 ・個室が難しければ仕切りを設ける。

 相談室 ・個人のプライバシーが守られて相談できる個室を確保

する。

 ▼休憩所 ・共用の多目的スペースとして設ける。当初は部屋でな

くても、イス等を置いたコーナーを作ることでもよ

い。会議場所、娯楽場所等としても活用する。

 子どものための遊戯

場、勉強場所

・昼間は子ども達の遊び場として、夜間は勉強の場とし

て使用する。居住スペースから少し離れた場所に設置

する。担
当
：
管
理
班

担
当
：
管
理
班
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※大規模災害時には、遺体安置所として協定を結んだ施設だけでなく、避難所にも遺体が

搬送されてくる場合がある。 
 

 

 区分 設置場所等

 ★●仮設トイレ ・原則として、屋外で、居住スペースに臭いが届かない

所、し尿収集車の進入しやすい場所、就寝場所から壁

伝いで行ける（高齢者及び障害者が行きやすい）場所

とする。 
・スフィア基準に沿って、発災後初期段階は50人に１

基、中期段階では20人に１基を目安に設ける。 
・男女別とする。 
・女性用トイレは男性用トイレより多くする。割合は

３：１となるようにする。 
・防犯のため、人気の少ない場所及び奥まった場所は避

け、安全な場所に設置する。この場合において、居住

スペースとトイレの間の距離は50メートル以内とす

る。

 ●ゴミ集積場 ・原則として、屋外で、居住スペースに臭いが届かない

所、直射日光が当たらない場所、ゴミ収集車が進入し

やすい場所に、分別収集に対応できる広さのスペース

を確保する。

 ●炊事、炊き出し場所 ・衛生状態が安定してから、避難者が自ら炊事、炊き出

しができる仮設設備等を屋外に設置する。

 調理場 ・電力が復旧すれば、電気湯沸しポット、オーブントー

スター等を設置するコーナーを設ける。

 ★仮設入浴場 ・原則として、屋外で、トラックが進入しやすく、ボイ

ラー等の使用及び排水の確保ができる場所とする。 
・男女別とする。 
・スフィア基準に沿って、50人に１基設ける。 
・防犯のため、人気の少ない場所や奥まった場所は避け

る等、女性及び子どもに対して配慮する。

 ★洗濯、物干場所 ・防犯のため、男女別に設置することが望ましい。

 ●ペットスペース ・ペットを連れて避難する人のために、ペットスペース

を設置する。 
・設置にあたっては、鳴き声及び臭い等に配慮する。

 喫煙場所 ・原則として、屋外に設ける。

 駐車場及び駐輪場 ・原則として、自動車及び自転車の乗入れは認めない

が、住まいを失い、置場を失った場合は、他の用途に

支障がない場合に限定して一時的に許可する。また、

要配慮者等の避難の場合等も、一定の配慮を行う。 
・一般車両と車中泊避難専用エリアを設ける。
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【様々なケースへの対応】 

 

 

 

③区割り例 

◎学校、体育館の場合の注意点 

特に学校の場合は、教育活動の再開を考慮しながら避難所の利用計画を立て

る必要がある。 

◆区割り例＜学校と体育館＞　手引きP12～P13 

 

◎集会所等の場合の注意点 

比較的大規模な施設であれば和室及び小部屋も備わっているが、小規模な施設

ではそういった部屋がないため、間仕切りを活用する等の工夫が必要である。 

◆区割り例＜集会所＞　手引きP12 

 

 

避難者の受入れと把握 
 

（５）　避難者名簿の作成　 

避難者名簿の作成及び管理は、災対本部から避難所への物資の配給及びサービス

の提供等の支援を受けるためにも、また安否確認の上でも大変重要である。応急的

な避難所運営組織（管理班）はこのことを避難者に周知し、名簿作成への協力を呼

び掛ける。なお、名簿を作成の際は、避難所情報収集アプリ等の情報通信技術を活

用を検討すること。 

名簿は、避難後の状況の変化に応じて、以下の様式を組み合わせて活用する。 
 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 避難所となる施設に

個室がない。

間仕切り等の備品を平時から

備蓄しておく。

○発災後の対応  
　間仕切りで広間を区切って、福祉避難

スペース及び救護スペースを設ける。

 先に避難した住民が

場 所 を 占 有 し て い

る。

先着者が優先ではないこと

を、日頃の訓練及び広報等で

周知しておく。

○発災後の対応  
　事情を説明して移動してもらい、必

要な場所を確保する。

 参考事例

 必要なスペース及びプラ

イバシーの確保

段ボールの間仕切り壁を、区全体の備蓄倉庫にまとめて備蓄して

いる（東京都板橋区）。

 

①避難者カード

避難者収容時に受付代わりに配布する、概数把握のための

名刺サイズのカード（外国人向けに多言語避難者登録カー

ド（一般財団法人自治体国際化協会がホームページにて公

開している。）を用意しておくとよい。）

 ②避難者名簿 避難者及び地域の被災者の状況を管理していくための名簿

 
③避難者世帯票

世帯ごとの被災状況及び避難生活支援に必要な情報を把握

するための個票

 ④閲覧用名簿 安否確認のために外部閲覧用として公開する名簿

 ⑤ペット飼育者名簿 ペットとその飼育者を把握する名簿

連
携
：
情
報
班

担
当
：
管
理
班

担
当
：
管
理
班

複
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各名簿の様式は、発災後にすぐ活用できるよう、あらかじめ作成、印刷して避難

所の備蓄倉庫に保管しておくことが望ましい。 

また、日頃から市町村と地域が連携し、避難所運営訓練等を通して、これらの名簿

の目的並びに記入方法及び活用方法等について住民に周知を図っておくことが重要で

ある。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難直後は避難者の安全の確保と迅速な受入れが優先されるため、管理班は、

まず、避難者カードを活用して、避難者の概数の把握に努める。 

○状況が一定落ち着いてきたら、管理班は、避難者カードの情報を転記して避難

者名簿を作成する。状況に余裕がない場合は、避難者カードをカードフォルダ

等に差し込んで、避難者名簿の代替とする。 

○状況が一定落ち着いてきたら、管理班は、避難者世帯票を活用して、避難生活

支援に必要な詳細情報を収集する。 

○情報班は、避難所の状況を迅速かつ確実に災対本部に報告する必要があるた

め、管理班と連携を取り、名簿情報の集約に努める。
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①避難者カード 

◆避難者カード　→ 様式３-１ 

 

②避難者名簿 

◆避難者名簿　→ 様式３-２ 

 

③避難者世帯票 

◆避難者世帯表　→ 様式３-３ 

 

 目的 ・避難直後の混乱の中で、避難者の概数をスムーズに把握する。

 活用方法 ・避難直後、屋内への避難者受入れ時に１人１枚配布。記入後、回収
袋に投入してもらう。 

・可能であれば平時からカードを地域に配布し、事前に記入したもの
を緊急持ち出し袋に入れておく等して、避難時に携行してもらうと
よい。

 記載情報 ・氏名、年齢、性別、住所、支援の必要の有無、入退所の記録等。

 注意点 ・カードは非公開。 
・避難所ごとに避難予定者名簿を事前作成する場合は、それを使って

迅速な概数把握ができるため、避難者カードを使用する必要はな
い。

 目的 ・避難者及び地域の被災者の人数及び状況を管理する。集約した情報
は災対本部に報告し、食料、物資、医療保健サービス等の支援要請
及び配給のベースとする。

 活用方法 ・避難者カードの情報を管理班が転記して作成する。 
・転記できない場合は、避難者カードをカードフォルダー等に差し込

んで、避難者名簿の代替とする。 
・避難所で避難生活を送る避難者、在宅及び指定外避難所で避難生活

を送る被災者、帰宅困難者に分けて作成すると管理がしやすい。

 記載情報 ・氏名、年齢、性別、住所、支援の必要の有無、入退所の記録等。

 注意点 ・名簿は非公開。 
・入退所を含めた小まめな情報更新が必要。 
・在宅等の被災者については、発災後まずは自分から避難所に連絡を

しに来てもらうよう、あらかじめ周知する。 
・連絡に来ることができない要配慮者等については、民生委員及び自治

会の役員等が代わりに情報提供する等、事前協議に従い情報収集を行
う。

 目的 ・避難者及び地域の被災者の避難生活支援に必要な情報を把握する。

 活用方法 ・状況が落ち着いてきたら、１世帯に１枚配布し、世帯の代表者が記
入後、管理班が回収する。 

・避難者世帯票には多くの個人情報が含まれるため、必ず管理班が直
接回収し、記入漏れがないか確認する。

 記載情報 ・避難している家族の氏名、年齢、性別、家屋の被害状況、緊急連絡
先、必要な配慮及び支援の具体的内容、平時から有している資格等の
避難所運営への協力情報、安否確認を目的とした情報公開の可否等。

 注意点 ・名簿は非公開。 
・避難者、在宅被災者、帰宅困難者兼用の様式。 
・避難者名簿と記載番号で照合できるようにする。

連
携
：
情
報
班

担
当
：
管
理
班
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④閲覧用名簿 

 

【様々なケースへの対応】 

◆ペット飼育者名簿　様式６　 

 
※ペット飼育者名簿については、P85を参照 

 

【参考】 

○避難行動要支援者名簿について名簿の事前準備について 

要配慮者のうち、発災時に自ら避難行動を取ることが困難で特に支援を必要

とする避難行動要支援者については、平成25年６月に施行された改正災害対策

基本法によって市町村に名簿の作成が義務付けられた。この避難行動要支援者

名簿は、地域によっては各自主防災組織単位で管理している場合もあるため、

発災後、避難者名簿と照合することによって、避難行動要支援者の安否確認に

有効である。 

 

○避難予定者名簿の事前作成について 

市町村又は地域によっては、各避難所の利用を想定する地区の範囲を特定

（町丁目を指定する等）することは、コミュニティ単位の避難所運営に有効と

考えられている。そこをさらに一歩踏み込んで、事前に当該避難所に避難して

くる住民の避難予定者名簿を作成し、避難所で保管しておくことで、避難直後

の安否確認等に役立てることも可能である。 

ただし、これには地域住民、避難所となる施設の管理者、市町村の合意、安

全な名簿の保管方法、継続的な名簿の更新の仕組み等が必要である。 

また、地震災害は突発的に発生するため、避難予定者が必ず当該避難所に避

難してくるとは限らない。したがって、発災後に実際に避難してきた人を把握

するための避難者名簿の作成はやはり必要である。 

　 
 

 目的 ・家族及び親戚の安否確認を目的に避難所に来た人への閲覧用。

 活用方法 ・情報公開を可とする避難者についてのみ抽出し、管理班が名簿を作

成する。

 記載情報 ・氏名、年齢、性別、住所、入退所記録。

 注意点 ・名簿は外部に公開。 

・入退所を含めた小まめな情報更新が必要。

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 避難者受入れ時は、

受付での混乱が予想

される。

概数の把握等、最低限の避

難者の管理は必要。

○市町村の事前対策  
　様式の目的及び活用方法について、日

頃の避難所運営訓練等を通じて住民への

周知及び理解を徹底する。

 外国人住民の受入れ

も想定した準備に取

り組む。

地域に住む外国人の把握や

地域での防災訓練への参加

の呼びかけを行う。

○市町村の事前対策 
　避難所に災害時多言語表示シートや災

害時用ピクトグラム等のツールを設置す

る。

 ペット連れの避難者

への対応。

ペット飼育者名簿※を活用し

た管理を行う。

○発災後の対応  
　ペット飼育者名簿への記載をお願い

し、事前協議に基づくペットの飼育ルー

ルに従ってもらう。

連
携
：
情
報
班

担
当
：
管
理
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避難所運営体制の確立 
 

（６）　避難所運営委員会の立ち上げと会議の開催 

避難所の初動対応が落ち着いたら、避難者の互選による住民代表を加え、避難所運営

委員会を立ち上げる。また、居住班から交代制で人員を出し、活動班を立ち上げる。 

避難所運営にあたって重要なのは、避難者自身の役割分担を明確化することによ

り、避難者自身が避難所運営に貢献できる体制を整えることである。避難所内の役

割分担に問題が生じた際には、総括班がその対応及び調整にあたる。 

 

①避難所運営会議 

避難所運営委員会は、避難所運営会議を１日に１回以上開催し、災対本部との

連絡調整事項、避難所での課題及び問題への対処等について協議する。会議の内

容は避難所運営委員会会議記録を使って記録していく。 

 

②班会議 

活動班は、班別会議を１日に１回以上開催する。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

◆避難所運営委員会会議記録　→ 様式２ 

 

【様々なケースへの対応】 

 

 

 参考事例

 避難予定者名簿の

事前作成

津波による浸水予定域にある志和地区では、地元の自主防災組織が中心

となって、避難予定者名簿を作成している（四万十町志和地区）。

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 女性目線の運営が必要。 避難所運営委員会への女性
参画は３割を目指す。 

→ P21も参照

○市町村の事前対策 
　平時から女性参画の必要性につい
ての啓発を行う。

 ○市町村の事前対策 
　地域における女性キーパーソンを
把握する。

 地域単独型の避難所では
住民主体での運営が行わ
れやすいが、地域複合型
の避難所では主体での運
営が行われにくい。

事前協議だけでなく、日
頃の地域行事等を通じた
交流で、顔見知りの関係
を築くことが重要。

○市町村の事前対策 
　避難所運営訓練を、避難所の利用
を想定する地区の範囲で共同開催す
る。また、そうした機会を通じて地
域を繋ぐキーパーソンを把握する。

 住民の主体的な参画をど
う促すか。

年齢及び性別に関係な
く、避難者全員が、自分
にできる役割を担う。

○発災後の対応 
　小・中・高校生なら物資の配布及び
食事作り、高齢者なら子どもたちの話
し相手等、各々にできる役割がある。

○避難者自身が参画して、避難所運営委員会及び活動班を立ち上げ、住民主体

の運営体制を構築する。 

○避難所運営会議での決定事項は記録し、避難者に的確に伝達、周知する。

担
当
：
総
括
班

複
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（７）　情報の収集、整理及び発信 

 

①災害発生後の時間経過と情報管理 

災害発生後の時間経過に伴い、必要な情報は変化する。そのため、情報班は、

必要な情報を迅速に集約し、適時適切に発信及び伝達することが必要である。 

 

【基本原則】 

 

 

 

 

【時系列でみた情報管理のポイント】 

※津波による浸水及び道路網の寸断、がけ崩れ等、被害の状況によっては各活動の開始が

遅れるおそれがある 

 

 

 

 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 住民の主体的な参画をど
う促すか。

地域の人的資源を活用
し、適材適所に人を配置
する。

○地域の事前対策 
　平時から地域の中で専門性を持つ
人を把握。協力をお願いし、訓練等
に参加してもらう。

 １人に負担が掛からない
ようにする。

○発災後の対応 
　運営本部の役員、活動班長、居住班
長も含め、役割を交代制にする。

 

時系列
運営管理の 
ポイント

避難所で収集し 
災対本部ヘ報告 

する情報

災対本部から 
避難所に伝達される情報 
＝被災者へ提供する情報

 発災直後 避難所から災対本部

への概数の報告がま

ず優先される

・避難所の開設状況 
（避難者の概数、緊

急搬送の必要がある

傷病者の数）

・避難所の開設指示

 ～72時間程度 被災者の生命及び

健康維持に必要な

情報、安否情報が

優先される

・避難者情報（避難者

数、要給食者数、要

配慮者の情報） 
・生命維持に欠かせな

い物資等の情報

・災害情報 
・救援対策の実施方針

と実施内容 
・ライフライン等の復

旧目処

 ～１週間程度 避難生活支援に関

する情報の必要性

が高まる

・各避難所のニーズ 
・避難者の被災状況 
・避難者の生活再建、 
　住まい確保の見込み

・救援対策の実施内容 
・生活再建支援策、住ま

いの確保対策の実施

方針

 ～２週間程度 生活再建に関する

情報の必要性が高

まる

・生活再建支援策、住ま

いの確保対策の実施

方針

 ～３箇月程度 ・避難者個別の事情 ・個別相談 

○時間経過に伴い変化する情報ニーズに応じて、タイムリーな情報管理が求め

られる。

担
当
：
情
報
班



- 52 - 

　第３部　災害時に必要な行動

【様々なケースへの対応】 

 

②災対本部への報告 

情報班は、避難所の状況及び地域の被害情報を避難所状況報告書を使ってでき

るだけ正確かつ迅速に災対本部に伝達する。このことは、避難所及び地域が適切

な支援を受けるために非常に重要である。また、情報班は、災対本部に物資及び

生活支援等、各種の支援要請を行う際に、避難所側の窓口となる。 

また、避難所情報収集アプリ等の情報通信技術の活用も検討すること。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 
 
 

 

 

◆避難所の状況連絡票　様式４-１（第１報～しばらくの間使用する） 

◆避難所情報日報　様式４-２（日報が可能になれば切り替える） 

 

【参考：災対本部への報告の目安】 

※第３報以降は、大きな変化があった際及び市町村が定める時刻 
（例：７時/12時/17時等）にあわせて報告する。 

 

【様々なケースへの対応】 

 

 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 避難所において、被災

者が必要とする情報が

提供されない。

被災者が求める情報は、時間

経過とともに変化することを

関係者が認識する。

○市町村の事前対策  
　災対本部での情報整理訓練の実

施によって、必要な情報の推移に

ついてイメージ化を図る。

 避難所開設完了報告 避難所開設後できるだけ速やかに

 第１報 避難所開設後、１時間以内

 第２報 第１報後、２時間以内

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 無線機等の情報通信手
段が全て使えない。

災対本部への情報伝達が
最優先。

○発災後の対応  
　機動力の確保手段として、自転車等を
備蓄品として備える。発災時には、身の
安全の確保に注意しながら災対本部へ伝
令を走らせる。

 情報通信手段だけでな
く移動手段も途絶する
（道路の寸断、ガソリ
ン不足等）。

○発災後の対応 
　救援に来た救援チーム経由で避難所の
情報を災対本部に伝達するよう依頼す
る。

○災対本部への避難所開設完了報告は、衛星携帯電話等を使い、口頭によって

行う。 
○災対本部への第１報は、避難所側から自主的に発信する。 

○第１報では概数の報告を最優先する。 

・特に、要配慮者（要介助の高齢者及び障害者、妊婦、乳幼児、要医療者

等）の数の把握は重要である。 

○地域の情報を収集し、本部への伝達にあたる。

連
携
：
管
理
班

担
当
：
情
報
班
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【参考】 

○情報の更新について 

避難者名簿及び避難者世帯票の情報は、避難者の入退所情報、在宅被災者及

び指定外避難所の被災者の転居情報等も含めて、常時更新が必要となる。 

救援対策及び生活再建のための支援対策等の基礎データとして活用される。

そのため、常に最新データに更新し、具体的な対策を実施する際に、利用でき

る状態に整理する仕組みが必要である。 

 

③外部からの情報の収集及び整理 

通信手段が絶たれた状態が続き、情報が途絶又は錯綜する。被災者にとって必

要な情報を収集するためには、情報班が自ら行政機関へ出向く、他の避難所と連

携を取る等して、情報収集に努める必要がある。 

また、集まった情報はカテゴリー別に迅速に分類、整理する。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

【様々なケースへの対応】 

 

④避難者及び地域の被災者からの情報の収集、整理及び更新 

避難者及び地域の被災者（車中泊避難者、在宅避難者等の避難所外避難者を含

む。以下同じ。）の要望及び需要を把握する仕組みを持つことも必要である。 

集団生活の中での問題等は、居住班の班長に伝える、相談窓口又は意見箱を活

用するという方法が考えられる。 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 避難所内の最新の状況
が把握できない。

被災者側からの情報発信こ
そが、必要な支援の獲得に
繋がることを日頃から地域
住民に啓発する。

○地域の事前対策 
　地域住民参加による情報伝達訓練の実
施によって、住民からの情報発信の必要
性を意識付ける。

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 被災後の混乱

の中､情報が錯

綜する。

情報班の中で情報収集（ニーズと

リソース）と情報整理の役割分担

が必要。 
（リソース：供給源）

○発災後の対応 
　収集した膨大な情報をカテゴリー別

に迅速に分類、集計、整理する。

 避難所におい

て、被災者が

必要とする情

報が提供され

ない。

被災者が求める情報は、時間経過

とともに変化することを関係者が

認識する。

○発災後の対応  
　災対本部からの情報だけでなく、マ

スコミ等の情報も活用する。

 マスコミ等外部からの情報を有効

活用する。

○発災後の対応  
　電源が確保できれば、ラジオ、テレ

ビ、パソコン（インターネット接続）

等を設置し、避難者の情報収集等に利用

する。

 口コミ情報も有効であるが、デマ

に踊らされないよう留意が必要。

発災後の対応  
情報元を確認する。

○情報は待つだけではなく、避難所側から積極的に取りに行くことも重要である。 

○災対本部だけでなく、各種機関、他の避難所、テレビ、ラジオ、新聞等のメ

ディア等、多方向からの情報を収集する。

担
当
：
情
報
班
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食料及び物資の場合は、食料班及び物資班が食料・物資要望票※を使って、避難

者及び地域の被災者の需要を把握する。 

要配慮者については、困り事があっても言い出しにくい、コミュニケーション

に困難があって伝えられないということも考えられるので、要配慮者支援班及び

相談班が留意する。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 
※食料・物資要望票については、P62も参照 

 

 

⑤避難者及び地域の被災者への情報伝達 

正しい情報を避難者全員が共有することは、円滑な避難所運営に欠かせない。また、

被災者にとって情報は、救援物資と同様に必要性の高い支援の一つでもある。これら

のことを念頭に、情報班は、避難所内にある情報を迅速かつ漏れなく避難者に伝える。

特に、要配慮者及び避難所以外の地域の被災者への伝達には十分配慮する。 
 
【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

【様々なケースへの対応】 

 
 
 
 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 車 中 泊 避 難

者、在宅避難

者及び指定外

避難所には情

報が届きにく

い。

避難所運営に必要な情

報と、被災者支援の情

報とを整理及び区別す

る。

○発災後の対応 
　避難所運営に必要な情報は居住スペースの伝

言板に、被災者支援情報は屋外の誰もが見られ

る広報掲示板に掲示する。

 指定避難所が地域と行

政との情報中継拠点と

なるという意識を関係

者が認識する。

○発災後の対応 
　避難所に伝達される情報（復旧状況及び物資

の状況等）をまとめた情報紙を作成。周辺の被

災者へ配布する。

 ○市町村の発災後の対応 
　コミュニティFM等を利用して生活関連情報を

放送する。

 県外からの支援チーム

等との連携。

○市町村の発災後の対応 
　県外からの保健、福祉の支援チーム等が在宅

の健康調査を行う際に、情報支援も併せて行

う。

○情報班及び相談班が中心となって、要望票及び意見箱、相談窓口の設置等、

避難者及び地域の被災者のニーズを把握する仕組みを作り、活用してもらえ

るよう周知する。

○情報班は、避難者、車中泊避難者及び在宅被災者に災対本部等からの情報を伝

えるための広報掲示板と、避難所運営用の伝言板を設置及び管理する。 

○そのほか、館内放送及びコピーの配布等、様々な方法を用いる。 

○掲示物等は、可能な限り図及びイラストを用いて分かりやすい表示に努める。

担
当
：
情
報
班
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※広域避難者への情報提供 
大規模かつ広域的な災害では、避難者が他県及び他の市町村に避難することも想定され

る。広域避難者が情報過疎に置かれることのないよう、市町村は、災害対策基本法第90条の

３の規定に基づき作成する被災者台帳の活用等により、被災者の居所の把握等情報収集を行

うとともに、地域外避難者に対し広報紙の送付及びインターネット（Eメール、ホームページ

の開設）等による情報提供を行うことが求められる。 
 

⑥多様な伝達手段の必要性 

避難所内での情報伝達は、原則として文字情報（掲示板及び張り紙等）によるも

のとするが、要配慮者への伝達にはその特性に応じた工夫を行うことが必要である。

具体的な方法については、要配慮者への対応の項で記述している。 

→ P70も参照

 参考事例

 臨時災害放送局の立

ち上げ

東日本大震災では、被災自治体が免許人となり新たに臨時災害放送

局を立ち上げる、免許人となった被災自治体が既存局に臨時的に運

用を委託する、といった方法で、住民への避難生活支援のための情

報提供を目的としたFMラジオが多数開設された。その数は東北地方

で24局、関東で３局に及んだ。

 

 

⑦避難所における情報の管理 

◎安否確認等問合せへの対応 

被災直後は、安否を確認する電話及び来訪者による問合せが殺到する。また、

避難所には様々な人々が出入りすることが予想される。 

安否確認に対しては、情報班と管理班が連携し、閲覧用名簿に基づいて迅速に

対応する。また、避難者のプライバシーと安全を守るため、来訪者（部外者）の

受付を一本化し、避難所内にむやみに立ち入ることを規制する必要がある。 
 
【基本行動】 

 

 

 

 

◎マスコミの取材への対応 

避難所によっては各種マスコミの取材を受けたり、調査に対応することが予

想される。避難者のプライバシーの尊重、防犯、混乱を避けるために、マスコ

ミの取材及び調査については、必ず運営本部で検討を行い、受けるかどうかを

決定した上で、対応するものとする。 
 
【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 
 

担
当
：
情
報
班

○安否確認には必ず閲覧用名簿で対応する。 

○来訪者の居住スペースへの立ち入りは原則として禁止する。

○取材の申し込みがあった場合は、運営本部の指示を受け対応する。 

○取材者用の受付を設置する。 

○取材者の身分を確認し、取材には必ず情報班員が立ち会う。 

○居住スペースでの見学及び取材は原則として禁止する。

連
携
：
管
理
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◎郵便物、宅配便及び電話の取次ぎ 

避難者あての郵便物等は、かなりの量に達することが予想される。迅速にか 

つ確実に受取人に手渡すためのシステム作りが必要である。 

また、避難者あての電話については即時の取次ぎは原則行わない。 
 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

避難所の生活機能 
 

（８）　トイレ及び衛生環境の提供  

  

①トイレ機能の確保 

ライフラインが寸断され水が自由に使用できない状況下では、トイレの確保は

深刻な問題となる。避難者の人数に応じたトイレを確保し、その衛生状態を保つ

ためには、初動対応が大変重要である。 

トイレの運用にあたって、環境班は、トイレの使用ルールを避難者に周知する。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○郵便物等は、郵便局員又は宅配業者から避難者に直接手渡してもらう。 

○避難者の人数が多い場合等には、郵便物等を受付で保管する。 

○避難者あての電話は、伝言を預かり本人から折り返してもらう。

○既設トイレが水洗トイレの場合は、災害直後に応急的な避難所運営組織（環境

班）が中心となって、まずは使用を禁止し、避難所管理者の指示を受けてから

使用を開始する。 

○既設トイレが水洗トイレ以外の場合は、環境班が中心となって、使用可能か

どうか直ちに点検を行い、危険等がある場合は使用を禁止する。 

 

○簡易トイレ、携帯トイレの使用環境を確保する。 

○使用後の簡易トイレや携帯トイレ（し尿ごみ）をパッカー車に積込むと、し

尿が飛散する恐れがあるため、し尿ごみ専用の集積場所を確保する。 

○マンホールトイレの使用環境を確保し、設置する。 

○し尿回収態勢を確認の上、仮設トイレの使用環境を確保し、設置する。 

○トイレの使用ルールやトイレごみの捨て方を周知する。 

○トイレの不足数を把握し、速やかに不足分の補充を災対本部に要請する。 

○トイレ環境の確保にあたっては、特に要配慮者、女性及び子どもに配慮す

る。 

　・高齢者及び障害者等が使用しやすいよう、車いす対応の手すり付き洋式仮

設トイレを設置する。 

　・女性及び子どもを犯罪から守るため、男女別に設置する。 

　・巡回警備班は、女性及び子どもの単独行動への注意喚起及び巡回警備の実施

等の対策を講ずる。 

○トイレ用水を確保する。 

○トイレの衛生管理には十分に注意を払い、環境班の衛生管理の責任者と掃除

当番を決める。 

連
携
：
巡
回
警
備
班

担
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：
環
境
班

連
携
：
巡
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警
備
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当
：
環
境
班

複
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【様々なケースへの対応】 

 

※障害児者用トイレを障害児者以外の被災者が使用することで混雑し、障害児者が利用で

きないということがないようにするとともに、要配慮者のトイレの使用を支援する要員

も確保するよう努める。 

 

 

 状況等 運営管理のポイン

ト

解決策の例

 道路の寸断等によ

り、仮設トイレの

配送・設置やし尿

の収集運搬に時間

を要する。

簡易トイレ、携帯

トイレを利用す

る。

○市町村の事前対策  
　簡易トイレ、携帯トイレの備蓄を増やす又は十分

な容量のあるし尿の貯留槽を設置する。

 ○市町村の事前対策  
　各家庭で１週間分以上の簡易トイレ、携帯トイレ

の備蓄を周知及び啓発する。

 配管又は下水管が
破損した状態で水
洗トイレを使用す
ると、排泄物で溢
れ返ってしまい、
衛生環境の復旧に
時間を要する。

水洗トイレの使用
禁止を避難者に周
知する。

○発災後の対応  
　避難所運営訓練時等に、発災直後は水洗トイレが
使用禁止になることについて周知及び啓発する。

 ○発災後の対応  
　人員に余裕があれば使用禁止の張り紙だけでな
く、それを案内する管理担当者を配置する。

 代 替 策 を 確 保 す
る。

○市町村の事前対策  
　簡易トイレ、携帯トイレの備蓄を増やす。

 トイレ周辺では性
犯罪が起こりやす
い。

犯罪行為は顔の見
えない関係の方が
起 こ り や す い た
め、大規模避難所
では特に対策を強
化する。

○発災後の対応  
　男女別でのトイレ設置、女性及び子どもの単独行
動への注意喚起、巡回警備の実施等の対策を行う。

 ○発災後の対応  
　設置場所を考慮し必要に応じて防犯ブザー及びホ
イッスルをトイレ内に設置する。

 ○市町村の事前対策  
　学校等で教育を行う。

 参考事例

 トイレは命に関わ

る問題

東日本大震災では、トイレの不便を理由に水分を控え、災害関連死に

繋がった要配慮者が多く見られた。

○トイレの確保と同時に手洗い場を確保する。 

　・手洗い用の水の確保が難しい場合は、手指消毒剤で対応する。 

○ノロウイルス対策として、トイレと居室の動線を長くするとともに、必ず履

物の履き替えを行うようにする（特に体育館は注意）。
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【災害時のトイレ対策】 
 
留意点 

１　トイレットペーパー、消臭剤及びトイレ用洗剤を確保する。 
２　洋式便器を設置する。車いす等、災害時要配慮者の利用にも配慮する。 
３　災害用トイレは、費用、スペース等を勘案し、次の種類を組み合わせて備蓄する。 

（災害用トイレの種類） 
①携帯トイレ、簡易トイレ（便袋及び吸水シートを用い、し尿をパッキングするトイレ） 
②簡易組立トイレ 

・貯留型トイレ（便槽に貯留するトイレ） 
・マンホールトイレ（マンホールの上部に構造物を設置するトイレ） 

ア　本管直結型（下水道本管上部に設置するトイレ） 
イ　流下型（下水道本管に接続する配水管上部に設置するトイレ） 
ウ　貯留型（貯留弁等を設け、配水管を貯留槽とするトイレ） 

③車載型トイレ（車載型の多機能トイレ） 
④仮設トイレ（一般的に工事現場等で使用されているトイレ） 
⑤自己処理型トイレ（し尿を処理する装置を備え、汚水を排出しない循環型トイレ） 
⑥常設便槽貯留トイレ（平常時は水洗、断水時は貯留式として使用可能なトイレ） 

４　トイレ数は、スフィア基準に沿って、発災後初期段階では50人に１基、中期段階では

20人に１基が目安。また、女性用と男性用の割合が３：１となるようにする。 
想定避難者数に応じて対応すること。 

※参考　200人の避難所における汚水発生量の計算例 

 

災害用トイレの事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：避難所管理運営指針（兵庫県　平成25年）） 

 項目 計算式

 １日当たり排泄回数 200人×５回／人・日＝1,000回

 １日当たり洗浄水量 200cc／回×1,000回／日＝200リットル／日

 
１日当たり汚水発生量

200リットル＋（300～400リットル／日） 
＝500～600リットル／日

 ３基のトイレが満杯に 
なる日数

1,350リットル÷（500～600リットル／日） 
＝約2.2～2.7日

 10基のトイレが満杯に 
なる日数

4,500リットル÷（500～600リットル／日） 
＝約7.5～9日

 

担
当
：
環
境
班
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②入浴環境の確保 

環境班は、多人数の避難者が生活する避難所において、避難者が平等かつ快適に

入浴の機会を得られるように努める。 
 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【様々なケースへの対応】 

※特にアトピー性皮膚炎の避難者には、症状の悪化を避けるために仮設風呂又はシャワー

を優先的に使用させる。 

 

③衛生管理の徹底 

保健班は、疾病の発生を予防し、快適な避難所環境を作るために、衛生管理に

は十分に注意を払う。避難所は、心身のダメージを受けた被災者が、長期間にわ

たり同一施設内での共同生活を余儀なくされることから、個人のみならず集団と

しての健康レベルの低下を招きやすい状況にある。感染症が発生したり、流行す

るおそれがあるため、衛生面の管理に特に留意する必要がある。 
 
【基本行動】 

 

 

 

 
 

 
 

【様々なケースへの対応】 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 アレルギー疾患を持つ
人には配慮が必要。

配慮が必要な人を優先するこ
とを避難者に周知する。

○発災後の対応  
　配慮が必要な人の使用を優先する。

 水が不足する中での入
浴環境の確保。

入浴ができなくとも可能な
範囲で清潔を保つ。

○発災後の対応  
　温かいおしぼり又はタオルで身体
を拭いたり、部分浴を行う。

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 水が不足する
中での衛生管
理

代替策を準備する。 ○市町村の事前対策 
　ウェットティッシュ、手指消毒剤、清掃用の消毒
液の備蓄を増やす。

 ○発災後の対応  
　手洗いバケツの設置及びタオルの共用は感染症流
行拡大の原因になるので避ける。

○手洗いを徹底する。 

○炊き出しの際の衛生管理を徹底する。 

　・調理場の確保、食材の保管時の温度管理、消費期限の徹底。 

○感染症について十分な予防策を講じる。 

○居住スペースの換気にも留意する。

○仮設風呂又はシャワーが設置されない間は、知人又は親戚宅等でのもらい湯

を奨励する。 

○仮設風呂又はシャワーが設置されたら、避難者が安心かつスムーズに入浴で

きるよう、環境班が中心となって利用ルールを定めて運用する。 

　・男女別に利用時間を設定する。 

　・居住班単位で利用する、１人の利用時間を決める、入浴券を発行する等の

工夫を行う。 

　・当番制で清掃を行い、衛生を保つ。 

○女性及び子どもを犯罪から守るため、巡回警備班は、見回り等の対策を講ずる。

担
当
：
保
健
班

連
携
：
巡
回
警
備
班
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④清掃活動 

避難者全員が、避難所内の清潔保持等の環境整備に努める。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

⑤ゴミ処理体制の整備 

避難所では多人数が生活するために、大量のゴミが発生する。また、特に災害

発生直後の混乱した状況下では、ゴミの収集も滞るおそれがある。 

環境班は、市町村と連携し、速やかに衛生的なゴミ処理体制を整備する。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

【様々なケースへの対応】 

 

⑥生活用水の確保 

飲料水の他に、トイレ及び避難所の清掃、洗濯、機材の洗浄等の用途に欠かせ

ない生活用水の確保が必要になる。生命の維持に不可欠な飲料水は支援物資とし

て確保されるが、その他の用途の水についても、感染症の防止等、衛生面の観点

から、衛生的な水を早期に確保できるよう、市町村は、タンク、貯水槽、井戸、

浄水器等の整備に努めることが望ましい。 

 

【参考：用途別の生活用水の使い方の例】 

（凡例　◎：最適な使用方法　○：使用可　△：止むを得ない場合のみ使用可　×：使用不可） 
※水源及び浄水場の状況によって異なる場合がある。 

（出典：避難所運営ガイドライン（熊本県　平成25年３月））  

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 ゴミの収集が滞り、溢れ返

る。

処分の方法について市町村

に相談及び協議する。

○発災後の対応  
　市町村の許可が得られれば焼

却処分等の対応を行う。

 用途 
水の種類

飲料用 調理用
手洗い 洗顔  

歯磨き 食器洗い
風呂用 洗濯用 トイレ用

 飲料水 
（ペットボトル）

◎ ○

 
給水車の水 ◎～○※ ◎ ○ ○

 
ろ過水 △ ◎ ○ ○

 
プール、河川の水 × × × ◎

○共有スペースの掃除は、居住班を単位に当番制を作り、交代で実施する。 

○居住スペースの掃除は、毎日１回の清掃時間を設け、各々が実施する。

○避難所敷地内の屋外にゴミ集積場を設置する。 

○生活ごみとし尿ごみを別々に集積する。 

○環境班が中心となって、避難者にゴミの分別収集を周知、徹底し、ゴミ集積

場を清潔に保つ。 

○ゴミの収集が滞り、止むを得ない場合には、市町村と焼却処分の検討を行う。

担
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（９）　水、食料及び生活物資の提供 

大規模かつ広域的な災害にあっては、災害発生直後には、食料及び生活物資等の

提供を迅速に行おうとしても、交通網の寸断等により、スムーズな提供ができない

おそれがある。そのため、地域において自給自足できる体制を前提としておく必要

がある（市町村は、災害時には行政の調達能力に限界があることを理解してもらい、 

住民に備蓄の実施を啓発することも重要である。）。 

高知県地域防災計画（高知県防災会議）では、県民が１人３日分（可能であれば

１週間）の飲料水、食料等の物資の個人備蓄を推進している。 

 

①食料及び物資の調達 

避難所は、地域内の全ての被災者のための水、食料、物資等の支援拠点である。

管理班と情報班は連携して、避難所内だけでなく在宅、車中泊及び指定外避難所

も含めた避難者数と要給食者数を早急に把握し、災対本部に報告する。 

また、生命確保期から生活確保期への移行に伴い、各居住班に対し必要とする

食料及び物資の調査を行い、避難者の要望を把握して災対本部に要請を行う。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

◆食料・物資配送依頼票　様式５-１ 

◆食料・物資配送要望票　様式５-３ 

 

【様々なケースへの対応】 

 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 避難所に行けない被

災者の中には、食料

等が避難所で配給さ

れることを知らない

場合がある。 

まずは避難者数と要給

食者数の把握が必要。

○発災後の対応  
　広報車及びビラ等を活用し、在宅被災者

の方から避難所まで申し出てもらう旨を広

報する。

 ○地域の事前対策  
　平時の避難訓練等の機会を通じて、避難

所が食料及び物資の支援拠点になることを

周知しておく。

 ○地域の事前対策  
　本人が避難所に来られない場合の対策

を、地域で話し合っておく。

○避難所以外も含めた避難者数と要給食者数の把握と、情報の更新に努める。 

○必要な食料及び物資を、食料・物資配送依頼票を使って、災対本部に報告する。 

○避難者の要望を、食料・物資配送要望票を使って、把握する。

担
当
：
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②食料及び物資の提供 

食料及び物資等は、避難所における避難者と避難所以外の地域の被災者との区

別なく、必要とする者に平等に提供する。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

【様々なケースへの対応】 

 

③食料及び物資の管理 

避難所内にある食料及び物資の在庫及び状態の把握は、避難所運営において大変

重要である。正確な在庫状況の把握によって、避難者のニーズに迅速に対応するこ

とができ、不足しそうな物資の支給を効率よく災対本部に働きかけることもできる。 

 

【基本行動】 

 

 

◆食料・物資管理票　様式５-２ 

 

【様々なケースへの対応】 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 食料及び物資の配給数が

足りない

公平、平等の原則は、

災害時は通用しないこ

ともあることを避難者

全員が理解しておく。

○発災後の対応  
　数不足の場合は、行政が配布するとト

ラブルになりやすいため、食料班及び物

資班を中心にボランティアの協力を得な

がら配布する。

 ○発災後の対応  
　より困難度の高い人から優先的に配る

等、避難者の理解を得ながら配布する。

 高齢者は食事を残すことに

抵抗があり、残しておいて

後で食べようとする。

食中毒を出さないこと

を第一とする。

○発災後の対応  
　必要以上に配布しないようにし、食べき

れなかった食事は必ず回収し捨てる。

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 膨大な需要に対して

供給は追いつかな

い。

マッチングのためには

物資調達のための情報

発信が重要。

○発災後の対応  
　物資は、管理を基本に、配給と調達の両

方のラインを確保する。

 ○発災後の対応  
　物資のカテゴリーを整理する（医療、介

護福祉、保健、その他等）。

 温度管理できる環境

が整わない。

食中毒等の発生予防を

最優先する。

○発災後の対応  
　食料は、常温で保存できるものを除き、冷

蔵庫が整備されるまで保存はしない。

○食料班、物資班は、地域の被災者には、食料及び物資を指定避難所まで受け

取りに来てもらう等、地域における配給の時間、場所、方法等のルールを定

め、情報班は、地域の被災者に確実に伝達する。 

○食料及び物資等が不足する場合は、早急に災対本部に連絡を取り、その確保

を行う。

○食料班、物資班は必要な食料及び物資を食料・物資管理票を使って管理する。
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④食事に配慮が必要な者への対応 

要配慮者支援班と食料班が連携して、食事制限のある糖尿病患者等及び高齢者

への対応、また食物アレルギーへの対応に配慮する。 

 

【様々なケースへの対応】 

 

 

 

 

⑤栄養バランスへの配慮 

可能な限り栄養バランスへの配慮及び適温食の提供を行うこと。また、避難の

長期化に伴って、避難者の嗜好に応じて食事メニューを多様化することが求めら

れる。 

避難所の衛生環境の安定が確保され、かつ防火対策が講じられる場合は、市町

村に必要な炊事設備及び食材を要請し、食料班が中心となって、避難所における

炊き出しの当番制等の運用を図る。 

なお、炊き出し等の食事の準備は、女性だけでなく避難者全員で協力して行う

よう努める。 

【食事の質の確保について】 

時間経過とともに、避難者の食へのニーズも多様化する。それに伴い、食料

班は市町村と連携をとり、ボランティア等による炊き出し、管理栄養士の活用

等によるメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、質の確保等

に配慮する。 

また、咀嚼及び嚥下能力低下者、疾病上の食事制限者、食物アレルギーを持

つ人等に対するより細やかな配慮も必要である。 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 食物アレルギーへの

対応。

食物アレルギーへの対応は

生命に関わるため、本人だ

けでなく周囲も協力して誤

食防止の体制を整える。

○発災後の対応  
　誤食防止のため、本人同意のも

と、周りから目視で確認できるよう

食物アレルギーの対象食料が示され

たベスト、アレルギーサインプレー

ト等を活用する。

 ○発災後の対応  
　避難所で提供される食事の原材料

表示を示した包装及び食材料を示し

た献立表を掲示し、避難者が確認で

きるようにする。

 ○市町村の事前対策  
　平時の訓練等の機会を通じて、食物

アレルギーの理解をしてもらう。

 普通食が食べられな

い要配慮者への対

応。

普通食が食べられない要配慮

者（乳児、食物アレルギーを

持つ人、入歯紛失等による咀

嚼能力低下者、嚥下能力低下

者等）を把握する。

○発災後の対応  
　避難者世帯票記入時に、食事につ

いての配慮事項を記入してもらい、

可能な限り対応する。

 外国人等の避難者への

文化及び宗教上の理由

による食事への配慮。

文化及び宗教上の理由によ

り食べられない食材がある

者を把握する。
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地域の支援拠点としての機能 
 

（10）　避難所以外の場所に避難している被災者への対応 

指定外避難所、自宅、自家用車、テント等、避難所以外の場所に避難している被

災者の中にも、ライフラインの途絶及びサービスの停止によって生活が困難となり、

物資及び食料、情報、人的支援を必要とする人がいる。 

指定避難所は、在宅避難者等を含めた避難所及びその設置された地域において避

難生活を送る被災者に対する情報発信の場所となるとともに、当該被災者が情報を

収集する場所となること、在宅避難者等が必要な物資を受け取りに来る場所となる

こと等の地域の支援拠点として機能することが求められる。 

 

①発災直後の対応について 

避難所が支援の拠点機能を果たすためには、まず支援のベースとなる在宅等の

被災者の数及び必要な支援内容、被災状況等を集約し、災対本部に要請を行う必

要がある。しかし、特に発災直後においては、混乱する避難所から地域に点在す

る在宅等の被災者に対して、情報収集に回る等ということはできにくい。そこで、

発災直後はまず地域の被災者自身が避難所に出向き、避難者カード及び避難者世

帯票を使って必要な情報を自己申告することが重要となる。情報の伝達にあたっ

ては、地域の被災者本人又はその世帯の代表者が行うことが望ましいが、要配慮

者等で避難所に連絡に来ることができない人については、地域のリーダーが代わ

りに情報提供を行う等、各地域においてあらかじめ方法を協議しておく。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

②必要な物資、情報等、支援の提供について 

避難所における物資等の支援の提供にあたっては、避難所における避難者と避

難所以外の地域の被災者との区別なく、必要とする者に平等に提供する。 

食料及び物資等については、地域の被災者自身が避難所に出向き、受け取るこ

とを基本とする。食料班、物資班は、地域における配給の時間、場所、方法等の

ルールを定める。情報班は、それを屋外の情報掲示板、ビラ等で地域の被災者に

確実に伝達する。 

要望については、食料班、物資班は食料・物資要望票を使って、また、情報班

は意見箱を使って地域の被災者のニーズを把握する。 

なお、在宅等支援班を設置した避難所においては、在宅等支援班が地域の被災

者と避難所を繋ぐコーディネーター的存在として活動の分担及びサポートを行う。

また、外部からのボランティアが入ってくれば、食料及び物資の配布等において

協力を得ることも有効である。 

また、転出及びライフラインの復旧により支援が不要になった地域の被災者に

は、速やかに避難所にその旨を連絡するよう、周知しておく。 

 

○まずは、地域の被災者自らが避難所へ情報連絡を行う。 

○要配慮者等で自力での情報連絡ができない人については、あらかじめ地域で

協議した方法で、避難所へ情報連絡を行う。
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要配慮者等への対応 
 

（11）　要配慮者に対する支援体制 

高齢者及び障害者は、生活環境の変化等から心身の健康状態が悪化しやすく、災

害関連死のリスクが高い。生命の確保、健康維持を最優先に対応すると同時に、避

難生活における情報保障及び行動支援等、多様な角度からの支援の仕組みづくりが

求められる。 

 

①要配慮者用スペースの確保と施設のバリアフリー化 

避難所においては、学校の多目的室等、既に冷暖房設備が整備された部屋、小

部屋、仕切られた小規模スペース等を要配慮者の避難場所として充てるよう配慮

する。必要スペースについては、要配慮者の状況に配慮し、介護及び車いすの通

れるスペース並びに要配慮者及び介護者等が静養できる空間の確保に努める。 

バリアフリー化がなされていない施設を避難所にしている場合は、市町村が、

要配慮者が利用しやすいよう、障害者用トイレやスロープ、点字ブロック等の仮

設に努める。 

 

②避難所における要配慮者への対応 

◎生命確保期 

発災直後に避難及び救助により助かった命の確保が最優先事項となる生命確

保期は、応急的な避難所運営組織が中心となる。避難所においては、要配慮者

自身の意思及びプライバシーを尊重しながら、要配慮者の健康状態及び必要な

支援の内容等の基本的な情報を早急に把握する。把握した情報は、速やかに災

対本部に報告する。 

 

【生命確保期における役割分担】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※指定避難所と市町村との連携は、各分野とも基本的には、災対本部を通して行われるが、

特に保健及び福祉分野においては多様な支援機関が関わること、また、時間経過ととも

に連携のあり方が変化することから、それぞれの役割分担についてここに記述する。 
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【生命確保期における基本行動】 

 

 

 

 
 
 

※災害時のストレス及び疲労で、免疫が低下し、感染症にかかりやすくなるため、肺炎そ

の他の感染症を予防することが重要である。このため、特に要配慮者では、早期から口

腔ケアを十分に行う。 
 

【様々なケースへの対応】 

 

◎生活確保期 

生活確保期は、要配慮者支援班が中心となって、必要に応じて避難所に巡回

してきた医療・保健・福祉チーム等及び市町村の保健活動拠点に情報をつなぎ、

要配慮者が必要な専門的支援をできるだけ速やかに受けられるよう、支援のつ

なぎ目としての役割を果たす。 

また、在宅及び指定外避難所の被災者についても同様の対応及び支援を行う。 

 

【生活確保期以降における役割分担のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 生命確保期は特

に、混乱と人員不

足の中、要配慮者

への対応が不足し

がち。

専門職でなくても可

能な範囲での対応が

求められる。

○市町村の事前対策  
　初動対応を担う可能性の高い自主防災組織及

び施設管理者に対して、平時から、要配慮者の

特性ごとに最低限必要な対応方法についての啓

発を行う（リーフレット及び研修等）。

 地域の潜在力を活か

す。

○発災後の対応  
　その場にいる避難者の中から、福祉及び医療

の専門職、専門職OB、介護及びボランティア経

験者等、要配慮者の支援に必要な知識、技術、

経験を持った協力者を募る。

○生命確保期は、要配慮者の把握に努める。 

○専門性を持った行政職員等が直ちに避難所に駆け付けられるとは限らないた

め、福祉スペースへの割り振り等、要配慮者への初動対応は、応急的な避難

所運営組織及びその場にいる住民の共助によって行う。
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【生活確保期における基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様々なケースへの対応】 

 

【参考】 

○要配慮者の避難生活支援情報の把握について 

要配慮者の避難生活支援に必要な情報は、自助努力として本人が緊急持ち出し

袋の中に入れて持ち出すことを前提としている。情報ツールは、本人の血液型及

びお薬情報、かかりつけ医の連絡先等の情報が記載された情報連絡カード、薬局

での処方歴等が記載されたお薬手帳、在宅難病患者等の医療情報が記載された緊

急支援手帳が有効である。 

 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 福祉避難所への

移送には至らな

いまでも、特別

な支援なしでは

避難生活が困難

な要配慮者への

対応。

要配慮者が平時に利

用していた介護サー

ビス等に繋ぐ。

○発災後の対応  
　市町村に連絡し、要配慮者スペース、在宅で避難

生活を送る要配慮者にヘルパー等を派遣してもら

う。

 ○市町村の発災後の対応  
　サービス事業所等の復旧状況を把握し、優先度

を踏まえたマッチングを行う。

 地域の潜在力を活か

す。

○発災後の対応  
　その場にいる避難者の中から専門性を持った協

力者を募る。

 ○市町村の事前対策  
　退職した専門職（看護師等）への研修、ボラン

ティア登録を行う。

 避難所の中で誰もが

支援者となる。

○発災後の対応  
　避難所内で要配慮者の特性への理解を促す。

 ○市町村の発災後の対応  
　地域住民への要配慮者への理解啓発を進める。

○生活確保期以降の避難所における要配慮者への対応は、要配慮者支援班を中

心に保健班も連携して、以下の役割を果たすことを基本とする。 

　・要配慮者の困りごと及び必要とする支援等の要望の把握。 

　・避難所で生活できない要配慮者を福祉避難所等へ移送するための情報連絡

窓口。 

　・要配慮者が平時に利用していた介護サービス等を避難所の要配慮者スペー

ス及び在宅で受けるための情報連絡窓口。 

　・サービス受給等の認定はされていないが、避難生活の中で支援が必要な要

配慮者への手助け及び見守り。
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③要配慮者の適切な要望の把握  

要配慮者のニーズを的確に把握し、迅速に必要な施策を講じるため、要配慮者

支援班は、必要に応じて、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、

外国語通訳者、介護支援専門員（ケアマネジャー）、相談支援専門員、社会福祉

士、精神保健福祉士、訪問介護員（ホームヘルパー）、公認心理師、臨床心理士、

保育士、DWAT等の派遣を市町村に要請する。 

同時に、相談班は相談窓口を設置し、要配慮者のニーズを広く吸い上げ、情報班

を通して市町村及び支援団体に適切に情報伝達する。また、把握したニーズのうち、

医療、保健及び福祉のニーズについては、要配慮者支援班、保健班と共有し、巡回

の保健師及び看護師（以下「保健師等」という。）にも迅速かつ確実に情報伝達す

る。 

なお、要望を把握する際に、コミュニケーションボードを活用することも有効で

ある。 

 

 

【要配慮者のニーズの伝達について】 
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④福祉避難所等への移送 

障害の状態及び心身の健康状態によって、避難所及び在宅等での生活が困難と判

断される要配慮者は、福祉避難所等に移送する必要がある。 

対象と思われる要配慮者については、要配慮者支援班が速やかに市町村に連絡し、

保健福祉的視点でのスクリーニングの要請を行う。 

 

【参考】 

○避難所における保健福祉的視点でのスクリーニングについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（出典：高知県災害時における要配慮者の避難支援ガイドライン（令和４年１月改訂版）） 

 

 

⑤介護・障害福祉サービス提供者等との連携 

要配慮者支援班は、福祉サービスを必要とする要配慮者について、速やかに市

町村に連絡し、支援の要請を行う。 

市町村は、介護・障害福祉サービス事業所等の地域資源の復旧状況について情

報把握に努めるとともに、事業を再開した介護・障害福祉サービス事業所等と速

やかに連絡を取り、優先度を考慮しながら要配慮者に必要な福祉サービスの提供

ができる体制を整えることが必要である。 

 

 

 参考事例

 福祉避難所への避難予定

者を名簿化

福祉避難所へ避難する要配慮者について、優先度が高い対象者

をあらかじめ名簿化している（安芸市）

（５）避難所における保健福祉的視点でのスクリーニングの実施 

指定避難所には、病人や怪我人、また高齢者や障害者といった要配慮者

等、様々な避難者が収容されることが想定される。医療や福祉的配慮の必

要性の高い避難者については、速やかに医療機関や社会福祉施設、また福

祉避難所等の適切な受け皿に移送するためのスクリーニングを実施するこ

とが必要である。 

福祉避難所等への移送のためのスクリーニングは、高知県南海トラフ地

震時保健活動ガイドラインに基づき、各市町村での仕組みの構築が必要で

ある。基本的な考え方としては、内外部からの保健支援チームの保健師等

による各指定避難所の状況調査を経て、医療や介護・福祉のニーズ等が市

町村の保健活動の拠点に集約され、地元の保健師等がニーズと適切な受け

皿となる社会資源のマッチングを行うことと想定されている（状況調査に

入る前の緊急移送等の場合を除く）。 

介護･福祉のニーズと社会資源のマッチングを行う場合は、要介護の状態

や障害特性等、専門的な知識が必要となるため、市町村においては必要に

応じ、スクリーニングを実施する者の判断支援を行う仕組みを構築してお

くことが望ましい。具体的には、介護支援専門員や相談支援専門員、介護

福祉士等の福祉専門職による協力体制を整えておくことが考えられるが、

民間事業者の協力を得る場合には、あらかじめ委嘱を行う等、責任と権限

の位置付けを明確にしておくことが望ましい。また、災害派遣福祉チーム

（DWAT)の派遣要請の検討についても留意されたい。 

連
携
：
保
健
班

担
当
：
要
配
慮
者
支
援
班
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⑥要配慮者への情報伝達  

避難所内部における物資の供給場所及び供給方法の連絡等の情報は、拡声器等

を使用するほか、掲示及びビラ等の文字による情報提供を行う等、要配慮者に確

実に提供できるよう配慮する。特に掲示物については、できる限りイラスト及び

図を用いて、分かりやすい表示に努める。なお、日本語の理解が十分でない外国

人のために、掲示及びビラ等を多言語化することが望ましい。 

要配慮者の特性に応じた情報伝達手段については、避難生活における良好な生

活環境の確保に向けた取組指針（平成25年８月策定、令和６年12月改定、内閣府

（防災担当））の例示のほか、P71～74も参照されたい。 

なお、情報支援ボランティア等については、情報班が市町村に要請を行う。 

 

 

【様々なケースへの対応】 

 

 

 参考事例

 聴覚障害への

支援

・高知県災害時聴覚障害者等情報支援ボランティアの登録制度の活用 
・手話サークル、要約筆記団体の活用 

→ https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024060700234/ 
・コミュニケーションボードの活用

 視覚障害への

支援

・音訳、点訳ボランティア団体の活用 
→ https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024060700234/ 

 外国人への支

援

・高知県災害多言語支援センターによる災害時語学ボランティアの活用 
→ https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/saigaisonae/

 ・一般財団法人自治体国際化協会で

は自治体等で外国人住民とのコミ

ュニケーションに活用できるツー

ルを提供している。 
＜災害時多言語表示シート＞ 

災害時に使用する用語を多言語に

翻訳したシート。外国人住民に対

して円滑な情報提供を行うことが

できる。 
→ https://dis.clair.or.jp/ 

 
　＜多言語指差しボード＞ 
　　多言語化された文章を使い、指差しによりコミュニケーションが取

れる。 
　→ https://clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/yubisashi.html 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 専門的な対応が

できない。

その場でできる対応を

考える。

○発災後の対応  
　情報は、拡声器等を使用する他、掲示及びビ

ラ等の文字だけでなく、イラスト、ピクトグラ

ム及びコミュニケーションボード等、多種多様

な方法により情報提供を行う。 
　居住スペースの周囲の方に情報支援を依頼す

る。

連
携
：
要
配
慮
者
支
援
班

担
当
：
情
報
班

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2024060700234/
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⑦補装具並びに介護及び育児用品等の確保及び供給 

車いす等の補装具、日常生活用具、介護用品、介護機器、ポータブルトイレ、日

常生活用品等については、市町村が迅速に手配し確保した上、必要性の高い人から

優先的に支給及び貸与する。 

要配慮者支援班は、物資班等と連携して、市町村から支給及び貸与された物資を対

象者が確実に受け取れるようサポートを行う。 

 

⑧食事等への配慮 

高齢者には温かい食事及び柔らかい食事、乳幼児には粉ミルク及び離乳食、内

部障害者には疾病に応じた食事等、食料班は、要配慮者に配慮した食料の提供に

努めるとともに、特に食事制限のある難病患者及び人工透析患者等への配慮を行

う。また、外国人に関しては、宗教及び慣習等へも配慮する。 

 

⑨ボランティアとの連携 

トイレヘの移動並びに飲料水及び食料等を受け取る際等に、手助けを必要とする

方々のために人手が必要な場合は、要配慮者支援班がボランティアと協力して対応

する。また、避難所での生活が長期化する場合は、ボランティア等の協力を得て、

継続的な見守り等を行う必要がある。 

 

 

⑩要配慮者の特性に応じた対応一覧 

発達障害を含む障害特性に対する要配慮者の配慮事項及びコミュニケーション

方法、支援方法等を、紙媒体等に分かりやすくまとめる等して、避難所に滞在す

る避難者へ周知し理解を得ることが望ましい。 

 

【配慮すべき事柄】 

 

 参考事例

 高知県における専門ボラン

ティアの登録制度

・厚生労働省医政局・公益社団法人高知県看護協会 
⇒災害支援ナース養成・登録制度 

・高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 
⇒高知県災害時聴覚障害者等情報支援ボランティア登録制度

 
要配慮者

避難所における支援の留意点
必要な技術

 避難者が協力して行うこと 市町村が行うこと

 

共
通

・その場でできる範囲での助け合

い、支え合いを行う。

・要配慮者に必要な生

活用品の支給と確保

に努める。 

・災害により必要な補

装具及び日常生活用

具を破損及び紛失し

た場合には、迅速な

修理及び支給（又は

貸与）に努める。

・心のケア 

・感染症対策 

 

担
当
：
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班

担
当
：
食
料
班

担
当
：
要
配
慮
者
支
援
班

担
当
：
要
配
慮
者
支
援
班

連
携
：
保
健
班
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要配慮者

避難所における支援の留意点
必要な技術

 避難者が協力して行うこと 市町村が行うこと

 

介 

護 

を 

要 

す 

る 

人

要
介
護
度
の
高
い
高
齢
者

・要配慮者スペースを確保する、又

は居住スペースでも移動が少なく

て済む出入口付近に場所を確保す

る。 

・居室の温度調整に努める。 

・排泄及び水分摂取を我慢して体

調悪化を招くことがないよう細

やかな配慮を行う。 

・移動が困難な人に対しては移動

介助を行う。 

・特に徘徊の症状がある認知症高齢

者については、周囲の避難者にも

見守り及び声掛けをお願いする。

・移動が困難な人に対

しては杖及び車いす

の貸与について配慮

する。 

 

・必要に応じて、災害

対策本部等と連携し

て、DWAT等の派遣を

要請する。

・日常介護 

（食事、用便、

入浴、着替え、

投薬等） 

・移動介助 

 

妊
婦
や
乳
幼
児

・衛生面の配慮を行う。 

・子どもの泣き声、夜泣き等で周

囲に気兼ねせず過ごせるような

場所の確保に努める。 

・授乳等、妊婦が安静を取ること

のできる女性用スペースを確保

する。

・急病等に備え、近隣

の小児科医や分娩可

能な医療機関や稼働

状況を、医療情報ネ

ット（ナビイ）等か

ら情報を入手し、避

難 所 に 情 報 提 供 す

る。

・乳幼児の世話 

 

身 

体 

面 

の 

支 

援 

を 

要 

す 

る 

人

肢
体
不
自
由
の
あ
る
人

・要配慮者スペースを確保する、又

は居住スペースでも移動が少なく

て済む出入口付近に場所を確保す

る。 

・車いすが通れる通路を確保する。 

・仮設トイレを屋外に設置する場

合、壁伝いに行くことができる

場所に設置する、順路にロープ

等を張る等、移動が楽に行える

ように配慮する。 

・補助犬使用者については、避難

所内で補助犬と避難生活が送れ

るように配慮する。

・簡易のスロープを設

置する等、避難所内

のバリアフリー対策

を行う。 

・必要に応じて、災害

対策本部等と連携し

てDWAT等の派遣を要

請する。

・障害に応じた

日常介護（食

事、用便、入

浴 、着 替 え

等）。 

・トイレ等への

移動介助。

 難
病
患
者
、
内
部
障
害
の
あ
る
人
等

・人工透析患者、人工呼吸器使用

患者、在宅酸素療法、薬物療法

等が継続的に必要な患者につい

ては、災対本部に連絡し、必要

な医療資材を確保するととも

に、状況に応じて医療機関への

搬送を要請する。 

・特に、人工呼吸器使用者につい

ては、緊急搬送までの間、非常

用電源を確保する。

・医療資材及び医療機

関への搬送の要請に

できるだけ速やかに

対応できるよう体制

を整える。 

・医療機関等の協力を

得て巡回診療を実施

する。

・必要とする

医療及び薬

剤等の判断 

・災害時に代

替する医療

機関の情報。 

（人工透析、

薬物療法、

導尿、洗腸

等） 
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要配慮者

避難所における支援の留意点
必要な技術

 避難者が協力して行うこと 市町村が行うこと

 

情 

報 

面 

で 

の 

支 

援 

等 

を 

要 

す 
る 

人

視
覚
に
障
害
の
あ
る
人

・要配慮者スペースを確保する、又

は居住スペースでも移動が少なく

て済む出入口付近に場所を確保す

る。 

・構内放送及び拡声器等により音

声情報を繰り返し流したり、ラ

ジオの貸し出し、拡大文字、点

字による情報の提供に努める。

・災害対策本部や災害ボ

ランティアセンターに

依頼して、点訳及び音

訳ボランティア等の専

門ボランティアを派遣

する。 

・音声による

情報伝達 

・移動介助

 

聴
覚
に
障
害
の
あ
る
人

・情報班は、音声による連絡を必

ず掲示板及び広報誌等の文字情

報でも掲示する。 

・手話通訳、要約筆記の必要な人

同士をできるだけ近くにまと

め、情報がスムーズに行き渡る

よう配慮する。 

・口元の動きを見てある程度会話

を読みとれる人もいるので、対

話の際は相手に顔を向けて、マ

スク等を外し、口元及び表情が

はっきり見えるように配慮す

る。 

・要点を分かりやすく紙に書いて

伝える、絵及び図等で伝えると

いった工夫をする（コミュニケ

ーションボードの活用等）

・災害対策本部や災害

ボランティアセンター

等と協力して、手話

通訳者、要約筆記者

等の専門ボランティ

アを派遣する。

・手話、筆談 

・災害後の広

報誌（紙）､

情報誌（紙）

等

 

知
的
障
害
の
あ
る
人

・要配慮者スペースを確保する、又

は居住スペースでも間仕切りを

活用して個別の空間を確保す

る。 

・周囲とコミュニケーションが十

分にとれずトラブルの原因にな

ったり、環境の変化のため精神

が不安定になることがあるの

で、周囲の理解を促す。 

・会話の際は、ゆっくりと短い言

葉で分りやすく説明し、相手が

理解できたか確認する。 

・要点を分かりやすく紙に書いて

伝える、絵及び図等で伝えると

いった工夫をする（コミュニケ

ーションボードの活用等）。

・必要に応じて、災害

対策本部等と連携して

DWAT等の派遣を要請

する。

・災害発生後

に落ち着か

せる等の適

切な処置。 

・周囲の理解。

担
当
：
要
配
慮
者
支
援
班

連
携
：
保
健
班
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　（災害時要援護者対策ガイドライン（日本赤十字社　平成18年３月）を参考に作成） 
 

 

（12）　福祉避難所について 

福祉避難所とは、一般の避難所では生活が困難な要配慮者のために特別の配慮が

なされた避難所である。 

 

①福祉避難所の住民への周知 

福祉避難所においては、一般の避難所では生活することが困難な要配慮者を優

先して受け入れる必要があることから、健常の被災者を受け入れないことが前提

 
要配慮者

避難所における支援の留意点 必要な技術

 避難者が協力して行うこと 市町村が行うこと

 

情 

報 

面 

で 

の 

支 

援 

等 

を 

要 

す 

る 

人

発
達
障
害
の
あ
る
人

・要配慮者スペースを確保する、

又は居住スペースでも間仕切り

を活用して個別の空間を確保す

る。 

・日常とは違う場所及び空間、騒

音によって混乱及びパニックを

引き起こす可能性も高いので、

周囲の理解を促すとともに、可

能な限り、苦手な刺激が少ない

環境とする。 

・会話の際は、ゆっくりと短い言

葉で分かりやすく説明する。 

・要点を分かりやすく紙に書いて

伝える、絵及び図等で伝えると

いった工夫をする（コミュニケ

ーションボードの活用等）。

・必要に応じて、災害

対策本部等と連携して

DWAT等の派遣を要請

する。

・災害発生後

に落ち着か

せる等の適

切な処置。 

・周囲の理解。

 
精
神
障
害
の
あ
る
人

・入院の緊急性の高い患者につい

ては、市町村災対本部に連絡

し、緊急搬送を要請する。 

・日頃から服薬している薬を他人

の目を気にしないで服薬できる

ような場所の確保に努める。 

・災害時のショック及び

ストレスによる病状悪

化及び再発を防ぐた

め、医療機関等の協力

を得て、外来診察並び

に往診及び訪問援助を

行う。

・災害発生後

に落ち着か

せる等の適

切な処置、

医療。 

・周囲の理解。

 

外
国
人

・多言語、やさしい日本語（※）

による情報提供が必要となる。

（※）やさしい日本語とは、相手に合わせ

て分かりやすく伝える日本語のこと 

・日本語を話すことができる外国

人もいるので、適宜通訳等の協

力をお願いする。 

・食事をはじめ、宗教及び慣習等

に対する配慮に留意する。 

・要点を分かりやすく紙に書いて

伝える、絵及び図等で伝えると

いった工夫をする（コミュニケ

ーションボードの活用等）。

・高知県災害多言語支

援センターや災害ボ

ランティアセンター等

と協力して、災害時

語学ボランティアを

派遣する。

・災害及び緊

急時の専門

用語も含め

た通訳、翻訳

担
当
：
要
配
慮
者
支
援
班

連
携
：
保
健
班

担
当
：
要
配
慮
者
支
援
班

連
携
：
保
健
班



- 75 - 

　第３部　災害時に必要な行動

となる。そのため、市町村は、福祉避難所の設置の目的及び入所基準等を地域住

民に十分に周知し、理解を得ることが必要である。 

 

②福祉避難所への移送 

福祉避難所への避難に際しては、本人及びその家族が、自主防災組織、民生委

員、支援団体及び市町村職員等による支援を得て避難することを原則とする。福

祉避難所への移送に介助等を要する者に対しては、必要に応じて過度の負担とな

らない範囲で福祉避難所を設置する施設等の協力を得ながら、家族、民生委員、

地域住民、市町村職員等が協力して介助等を行う。 

 

【様々なケースへの対応】 

 

 

（13）　傷病者等への対応　 

 
①救護室の設置と救援要請 

災害時に、全ての避難所に救護所が設置されるとは限らない。 

生命確保期は、応急的な避難所運営委員会が中心となって、避難所内で医療従

事者等の協力を募りながら、できる範囲で病人及び怪我人の治療に当たる。 

また、プライバシーに配慮しながら傷病者の概数及び状況を把握し、把握した

情報を速やかに災対本部に報告し、救援を要請する。また、可能であれば市町村

の指定する医療救護所又は救護病院へ搬送する。 

生活確保期においては、保健班が中心となって、避難所に巡回してきた医療・

保健支援チーム等、近隣の医療救護所、業務を再開した医療機関等と連携して、

傷病者が必要な医療及び治療をできるだけ速やかに受けられるよう努める。 

 

【生命確保期における基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活確保期以降における基本行動】 

 

 

 

 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 長期浸水域では、移送

手段が限られる。

移送について事前の協議

が必要。

○市町村の事前対策 
　運送業者等と要配慮者の移送に関す

る協定を結ぶ。

○生命確保期は、応急的な避難所運営委員会を中心に、避難所内でできる範囲

の応急手当と、病人、怪我人、医療ニーズの高い要配慮者の把握に努める。 

○特に、人工呼吸器を使用しなければならない人が優先的に非常用発電機を使

用できるようにすること、また、人工透析者等、継続的な医療支援が欠かせ

ない人を早急に把握し、確実に医療支援に繋ぐことが必要である。 

○避難所内で、医師及び看護師等の有資格者の協力を募り、有資格者がいる場

合は、協力を依頼するとともに、緊急の医療救護体制を整える。

○生活確保期以降は、保健班を中心に以下の役割を果たすことを基本とする。 

・備蓄医薬品の種類と数量を把握し、管理する。 

・市町村と連携を取りながら近隣の救護所、医療機関の開設状況を把握し、

緊急の病人及び怪我人に備える。
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【様々なケースへの対応】 

　　　　※歯科医療に関しては、高知県災害時歯科保健医療対策活動指針Ver.2.1（令和７年３月、

高知県健康政策部保健政策課）に基づいて行われる。 

 

 

健康の維持 
 

（14）　健康の維持及び管理 

大規模災害時には、市町村の保健師等職員が避難所に常駐することが難しいと予想さ

れるため、保健班の班長等が避難所内における健康リーダーとして、市町村の保健師等

と連携し、避難者及び在宅被災者の健康維持及び管理に取組むことが重要となる。 

 

①保健師等の巡回による避難所アセスメントの実施 

避難所内の感染症予防、生活習慣病等の発症及び悪化予防、被災者の心身の機

能低下を予防するため、保健師等が各避難所を巡回し、避難所全体の健康面及び

健康面から見た生活環境のアセスメント及びモニタリングを実施する。その結果

を踏まえ、保健班は他の各班、避難者とともに、保健、医療及び福祉分野の課題

の解決及び避難所の衛生生活環境の改善を図る。 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 医師及び看護師等の医療

従事者がいない。

その場にいる者で対応

できるよう準備してお

く。

○市町村の事前対策  
　避難訓練等の機会を活用して、応急

救護方法を積極的に習得する。

 ○市町村の事前対策  
　応急救護方法の習得の場を設ける。

 平時から地域内の潜在

力を知っておく。 
○地域の事前対策  
　地域の中の医療機関等に、平時から

避難訓練等に参加をお願いする。

 ○発災後の対策  
　その場にいる避難者の中からOB・OG

も含め看護師等の資格を持った協力者

を募る。

 ○市町村の事前対策  
　潜在看護師等の地域における医療人

材の状況（連絡先及び人数）を昼間と

夜間、それぞれで把握し、適切な配置

ができるようにしておく。

 慢性疾患要医療者の治療

中断、生活環境の変化等

による悪化。

市町村は、慢性疾患要

医療者の状況を把握

し、医療継続のための

仕組みづくりを進めて

おく。

○市町村の事前対策  
　平時から地域の中の医療機関等との

連携を進めておく。

 ○発災後の対策  
　避難所に対し、巡回診療班の派遣及

び仮設診療所等の情報提供を行う。

 特に歯科医療、口腔ケア

へのニーズが高まる（歯

痛、入歯紛失等）。

歯科有症状者、入歯紛失

者等を把握し、歯科医療

救護班に繋ぐ。

○市町村の事前対策  
　平時から歯科医師（連絡員）と連携

を進めておく。

担
当
：
保
健
班

連
携
：
要
配
慮
者
支
援
班

連
携
：
要
配
慮
者
支
援
班



- 77 - 

　第３部　災害時に必要な行動

 

②保健師等による巡回相談の実施 

身近な場所で気軽に健康相談ができるように、保健師等の支援チームによる個

別訪問、保健指導及び巡回相談を実施する。 

 

③避難所での巡回活動 

被災者の保健ニーズ及び医療ニーズ、また体調の変化等にすぐに気付けるよう、

避難所内の見守り体制を整える。その際は、保健師の指導のもと、保健班が中心

となってボランティア等も活用する。把握した被災者の体調悪化及び感染症等の

有症状者等の情報は、速やかに保健師等専門職に情報提供し、被災者の健康管理

及び個別支援、外部医療機関等に繋げる。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 
 

 
※巡回してくる保健師は地元の保健師であるとは限らず、むしろ外部からの災害時健康危機管

理支援チーム（DHEAT）等の保健支援チームである可能性が高い（地元市町村の保健師は避

難所への保健活動が円滑に行われるための運営管理を担い、外部の保健支援チーム等が巡回

相談等の現場業務を担う）。 

 

【様々なケースへの対応】 

 

 

④避難者の生活リズムの確保 

避難所の生活リズムの確保及び健康の維持、避難所内での交流の場づくりのた

め、避難所全員で定期的に実施する体操（いきいき百歳体操等）等を企画する。 
 
【参考】 

○避難者の健康管理に関する情報 

高知県自然災害時保健活動ガイドライン（一般災害対策編）資料編（平成26年３月）

から詳細な情報が取得できるので、参照されたい。 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 避難所に居たく
ても居られず、
車又は自宅に戻
る人もいる。

災害関連死に繋がることの
ないよう、配慮及び支援が
必要（エコノミークラス症
候群の予防等）。

○発災後の対応  
　避難者名簿による管理を徹底し、避難所か
ら自主退去した人に、食料、物資、情報等が
渡るよう配慮する。

 感染症等の集団
感染の予防。

健康リーダーを含む運営組
織のメンバーに予防対策を
事前学習してもらう。

○発災後の対応  
　環境整備による予防（定期的な換気、居
室、トイレ等の清掃）。

 ○発災後の対応  
　体調が悪い人を把握し、情報提供する。

 ○発災後の対応  
　有症状者は隔離を継続。

 参考事例

 災害時対応への運営管理

の視点の導入

地元自治体保健師を中心とした保健及び医療の運営管理体制の

構築（宮城県東松島市）

○保健師等が避難所に常駐することは難しいため、保健班の班長等が避難所内における

健康リーダーとして、避難所内での日頃の健康維持、管理活動の中核を担う。 
○健康リーダーは、避難所全体の健康面についての情報を把握し、保健師の巡回時

にその情報を的確に伝達し、支援の繋ぎ目として機能することを目指す。
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（15）　心のケア 

 

①専門機関との連携による対応 

初期緊急医療が落ち着きを見せる段階で、速やかに心のケア対策を開始する必

要がある。 

心のケアは、専門家による指導を受けながら対応を図る必要がある。保健班は、

避難所に巡回してきた医療・保健チーム等と連携を取り、避難者が必要に応じた

専門的支援を速やかに受けられるよう努める。 

精神科医師等で編成する心のケアチームの派遣は、高知県災害時の心のケアマ

ニュアル（第４版）（令和３年４月、高知県子ども・福祉政策部）に基づいて行

われる。 

 

【参考】 

○心のケアの定義 

 
災害時における心のケアは、以下の３段階に分類され、その必要性に応じた適

切なケアの提供について示されている。 
 
◎一般被災者レベル 

⼀般の被災者に対して、生活支援及び情報提供等により心理的安心感を与え、
立ち直りを促進するためのケア。 
被災者が自発的に集まり、ほっとできる居心地の良い居場所の提供（足湯、

喫茶スペース等）、コミュニティの維持回復及び再構築を補強する地域のかわ
ら版、避難所だより等の地域コミュニティからの情報発信等が有効。 
 

◎見守り必要レベル 
精神科医療を必要とはしないものの、家族を亡くしたり、独居等、継続した

見守りが必要な被災者が対象。 
保健師、公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士等の専門家による見守り、

傾聴、心理教育等による対応を想定する。 
 

◎疾患レベル 
被災により精神科医療が必要となった被災者及び発災前から精神科医療を受

けていた被災者が対象。医療機関での対応が必要な処方、投薬等の精神科医療
ケア及び入院手配を想定する。 

 
（被災者のこころのケア都道府県対応ガイドライン（平成24年３月、内閣府）を参考に作成） 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 
 

 
※特に、災害によって両親を失った災害孤児は、精神的ストレスが高く、メンタル面での

支援が重要である。 
 
※避難所を運営する組織のリーダーのストレスも大きいため、留意が必要である。 
 

○心のケアは、専門家による指導を受けながら対応を図る必要がある。保健班

は、市町村に対応を要請する。 

○市町村が対応できない場合は、市町村から県に支援を要請する。 

○発災後の時間経過に応じた支援、心の状態のレベル段階に応じた支援を行う

ことが重要。
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※対策にあたる市町村職員等においても、心身ともに過酷な状況にあり、燃え尽き症候群

と呼ばれる症状が現れることがある。そのため市町村は、職員等の心のケア対策にも留

意する必要がある。 

 

【様々なケースへの対応】 

 
 

②相談窓口の設置 

心のケア対策の一つとして、また、被災者のニーズを的確に把握し必要な対策

に繋げるために、様々な相談窓口を設置することが望ましい。 

相談班は、窓口の設置にあたって、必要に応じて相談に応じられる専門スタッ

フの派遣を市町村に要請する。また、相談者のプライバシーを確保する。 

 

◎要配慮者の相談窓口 

市町村と連携し、相談窓口には訪問介護員（ホームヘルパー）、介護支援専

門員（ケアマネジャー）、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心

理士等、保健、医療及び福祉的相談に応じられる者を配置する。また、障害者

の情報保障として、手話通訳者、要約筆記者、点訳ボランティア、音訳ボラン

ティアの手配も必要である。 

 

◎女性のための相談窓口 

避難生活において女性は多様な悩みを抱えているだけでなく、性犯罪及び配

偶者暴力等の被害者となるリスクも高い。相談はもちろん、女性目線のニーズ

を把握する上でも、相談窓口の設置が欠かせない。 

　　→ P83も参照 
 

◎生活再建支援の相談窓口 

被災者にとって被災後の生活再建の問題は、大きなストレス要因となる。展

開期及び安定期以降は、市町村に要請し、就労及び住まいの確保等の相談窓口

を設けることが望ましい。 
→ P88～89も参照 

 

［補足：生活再建への不安について］ 
※東日本大震災における震災関連死に関する報告（平成24年８月21日、震災関連死に

関する検討会（復興庁））の中で、心のケアについて、「本来は、地域経済・職

業・健康状態の改善等、いわゆる生活再建を通してはじめて被災者の心の健康が回

復していくものである。生活不安が解消しない状態では、心のケアは万能ではない

ことを知るべき」という有識者の意見も報告されている。 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 家族を失った避難者も考

えられる。被災直後から

心のケアが始まる。

保健師等の指導管理のもと

避難所内では共助でできる

範囲の対応を行う。

○発災後の対応  
　まずは、十分な休息がとれる環

境に配慮が必要。
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避難所のルールづくり 
 

（16）　避難所生活のルールづくり　 

避難者主体で、避難所における生活ルールづくりを行う。情報班はその内容を掲

示等の多様な伝達手段を活用して、避難者全員に周知し、共有を図る。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【避難所全体のルール例】 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

○避難所には幅広い年齢層の様々な住民が避難してくるため、良好な生活環境

の確保には、住民主体によるルールづくりが欠かせない。 

○時間の経過とともに、学校及び職場の再開、避難所施設の本来業務の再開等

によって、避難者の生活リズムも変化する。避難者の意見及び要望を小まめ

に吸い上げ、避難所運営会議等で検討し、段階に応じた適切な共同生活ルー

ルを運用していくことが重要である。

この避難所の共通のルールは次のとおりです。 

避難する方は、ルールを守るよう心がけてください。 

◇避難所は、避難所運営委員会及び避難者が主体となって運営します。 
◇避難所の開設期間は、水道、ガス及び電気等のライフラインが復旧する頃までを

目処とします。 
◇避難者及び地域の被災者は、避難者カード（１人１枚）と避難者世帯票（家族で

１枚）で登録を行ってください。 
・名簿が支援を受けるための基礎情報となるので、必ず登録をお願いします。 
・避難所を退所するときは、転居先を連絡してください。 
・在宅等の地域の被災者の方も、転居する場合は転居先を連絡してください。 
・登録いただいた個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第
57号）等の規定に基づき、避難所運営を行うことを目的として避難所運営委
員会及び○○市町村にて利用いたします。 

◇居住スペースは土足禁止とし、脱いだ靴は各自で保管します。 
◇居住スペースは先着者優先ではなく、状況の変化に応じて割り当て面積の変更又

は場所の移動をお願いすることもあります。 
・衛生の観点から定期的に生活場所を移動し清掃を行います。ご協力ください。 

◇職員室、事務室等の施設管理に必要な部屋は使用できません。被害があって危険
な部屋も同様に使用できません。 

・「立入禁止」、「使用禁止」、「利用上の注意」等の張り紙の内容には必ず従って
ください。 

◇食料及び物資等は、原則として全員に公平に提供できるよう努めます。 
・不足する場合は、子ども、妊産婦、高齢者、障害者の方々等に優先して配布し
ます。 

・食料及び物資は、個人ではなく、居住班ごとに配布します。 
・食料及び物資は、原則、登録いただいた名簿に基づき、避難者だけでなく必
要とする地域の全ての被災者の方に提供されます。地域の被災者の方は、原
則として世帯の代表者が避難所に受け取りにきてください。 

・粉ミルク・お粥・紙おむつ・女性用品等の要望は、個別に対応しますので、
担当者に申し出てください。 

◇入浴、医療、保健等の巡回相談、各種情報提供のための相談窓口といった生活サ 
ービスは、提供できるようになれば掲示板及びチラシ等でご案内します。 

・これらのサービスについても、食料及び物資同様、原則、登録いただいた名
簿に基づき、避難者だけでなく必要とする地域の全ての被災者の方に提供さ
れます。 
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【共同生活のルール例】 

 

 区分 内容

  
 
 
 
生活時間

●起床時間：午前        時       分 
●消灯時間：午後        時       分 

＊廊下は点灯したままとし、体育館等は照明を落とします。 
＊職員室等は、防犯のため点灯したままとします。 

●食事時間 
朝食：午前        時       分 
昼食：午後        時       分  
夕食：午後        時       分 
＊食料の配布は、基本、居住班単位で行います。 

●放送時間：午後 　　 時　　　 分で終了します。 
●電話受信：午前 時から午後 時まで 

＊電話が入った場合の即時の取次ぎは、原則行いません。放送で呼
び出しと掲示板への張り紙で電話があった旨をお伝えしますの
で、情報班まで伝言メモを受け取りに来てください。 

●放送での呼び出し：午前 時から午後 時まで

  
 
 
清掃

●世帯単位の割当スペースについては、原則として世帯ごとに責任を持
って清掃します。 

●世帯スペース間の通路等、居住班単位で共用する部分については、相
互に協力して清掃します。 

●避難所全体で使用する共用部分については、環境班の指示に従って、
避難者全員で協力して実施します。 

●トイレについては、使用ルールを厳守し、環境美化に協力してください。

  
洗濯

●洗濯は原則として、世帯単位で行ってください。 
●洗濯機及び物干し場等、避難者全員で使用するものについては、各人
の良識に基づいて使用し、長時間の占用を避け、他人の迷惑にならな
いようにしてください。

  
ゴミ処理

●世帯ごとに発生したゴミは、原則として、それぞれの世帯が指定され
たゴミ集積場に搬入します。 

●共同作業で発生したゴミは、その作業を担当した人達が責任を持って
捨てます。 

●ゴミの分別を行ってください。

  
プライバシー

の保護

●居住スペース及び世帯スペースは、一般の家同様、みだりに立ち入っ
たり覗いたりしないようにします。 

●居室内での個人のテレビ及びラジオは、周囲の迷惑にならないよう、
使用する場合には、イヤホンを使用してください。 

●携帯電話は、居住スペースではマナーモードにし、特に夜間は居室内
で使用しないでください。

担
当
：
総
括
班

◇犬、猫等の動物類は決められた場所で飼育していただくようお願いします。 
◇喫煙（加熱式たばこや電子たばこ等による喫煙を含みます。）は、所定の場所以

外では禁止します。  
◇大規模な余震により、津波又は建物使用禁止のおそれがある場合は、再避難も考

えられます。その場合は落ち着いて避難所運営委員会からの指示に従ってくださ
い。 

このルールは、必要に応じて避難所運営委員会で見直しを行います。
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（17）　男女共同参画の視点 

住民主体による避難所運営組織においては、多様な主体が責任者として加わり、

意見を反映させることが大切である。女性の積極的な参画によって、女性ならでは

の視点による問題解決、乳幼児及び子どものいる家庭への配慮等、よりきめ細かな

避難所運営が可能になる。 

また、暴力及び性犯罪の防止等、安全面を中心とした対策の検討も必要である。 

さらに、各活動班の活動の中でも、男女共同参画の視点に配慮を行う。 

 

①居住スペース等における配慮 

居住スペースでは、家族単位で一定のスペースを割り当てる方法が基本である。

可能であれば、間仕切りを導入する等して最低限の遮へいが可能になるように配

慮する。なお、家庭内暴力等が懸念される場合は、家族単位にこだわらず、別途、

安全な場所を確保する等、状況に応じて適切な対応を図る。 

 

②更衣室及び授乳室に関する配慮 

避難所の居住スペースでは最低限の間仕切りでの遮へいしかできないため、着

替え及び授乳等のための場所を確保する必要がある。具体的な場所については、

学校の体育館及びプールに付随する更衣室の利活用のほか、適当な部屋を更衣室

及び授乳室として確保することも検討する。また、更衣室等を設置した場合は、

避難所内に周知し、カーテンの設置及び利用時間の設定等、必要な事項を利用者

間で協議及び調整する。 

避難所内に空間的な余裕がない場合は、体育館及び部屋の一部を区分して更衣

及び授乳スペースとすることも止むを得ないが、利用者の安心及び安全面を考慮

して、できる限り共同のスペースから分離して設置することが望ましい。 

 

③トイレに関する配慮 

仮設トイレは、男女別にすることを基本とし、設置数の男女割合は１：３とす

るほか、性別に関わりなく利用できるバリアフリー化された多機能トイレの確保

を図る。また、女性が安心して利用できるように、外部から見えにくい構造のも

のを選び、設置する場所、通路の照明、パトロール体制等を工夫する。トイレの

側で手洗い等ができるようにし、プライバシーが保てるよう全体を囲っておくこ

とが望ましい。 

 

④洗濯等に関する配慮 

避難所において洗濯を行う場合、女性の衣類の洗濯、物干し場所として男性の

目に付かない場所の確保が必要となる。洗濯場所については、利用者が安心して

利用できるよう、見回り及び監視の係を置くことも考えられる。 

 

⑤風呂、シャワーに関する配慮 

女性が安心して入浴できるよう、着替えるためのスペースを確保し、入浴時間につ

いても希望を聞き取る等、できる限り配慮する。大規模な避難所においては、混雑が

予想されるため、荷物の一時保管場所を設置する等の工夫を行う。また、乳幼児及び

高齢者等のオムツ利用者のためにシャワー又は代替の水浴施設の確保も図る。 

 

⑥女性向け物資の配布体制 

衣類及び生理用品等、必要とする女性が気兼ねなく受け取れるよう、配布の際には

女性の担当を割り当てる、女性専用の生活スペースで配布する等、十分に配慮する。 

 

担
当
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⑦女性相談窓口の設置 

避難所における女性の不安及び悩みについて相談を受ける窓口を設置する。そ

の際には、名称、場所、相談方法を工夫し、相談しやすい環境を整備するととも

に、避難所内を巡回して個別にニーズの聞き取りにも努める。担当者には女性を

配置し、女性問題相談員等によるバックアップ体制を整えておく。 

なお、高齢者及び障害者等、要配慮者の相談窓口においても、同様の配慮が必要であ

る。 

 

⑧女性の生活スペースの安全確保 

生活スペースについて、女性専用、男女共用に関わらず、女性が安心して利用

できる体制が必要である。スペースの管理及び監視並びに避難所内における夜間

パトロールの実施等、共同生活をする避難者同士が必要な体制を組めるように、

市町村が助言していく必要がある。また、犯罪行為が起こることのないよう、警

察とも連携して防犯体制の整備を進める必要がある。 

 

⑨男女共同参画の視点に立った役割分担 

避難所生活における活動班の活動、炊き出し等の役割分担の中で、炊き出し、

清掃、洗濯等の役割が女性にばかり偏ることのないよう、男女共同参画の視点に

立った配慮が必要である。 

平時の防災訓練及び避難所運営訓練等において、女性は炊き出し担当等、特定

の活動が当然のように女性の役割として割り振られることがないよう留意するこ

とも大切である。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

【様々なケースへの対応】 

 
 
 
 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 避難所運営全体に女性の視点を
取り入れる。

避難所運営委員会への
女性の参画を増やす。

○地域の事前対策  
　平時の自主防災活動に女性メ
ンバーを増やす。

 特定の活動が片方の性に偏る。 性別及び年齢による役
割の固定化を避ける。

○発災後の対応  
　炊き出し及び各活動班の責任者
には、男女両方を配置する。

 ○地域の事前対策  
　平時の防災訓練で、炊き出し
に男性も参加する。

 生活環境の変化から女性が心身
のストレスを抱えること、また
女性への暴力が懸念される。

同性の支援者による相
談体制を整備する。

○発災後の対応  
　相談窓口には男女両方の相談
員を配置する。

 一方で、他人に弱音を吐くこと
を避ける傾向にある男性の精神
面での孤立も課題。

○女性への配慮は、避難所生活全体の安全性及び快適性の向上に繋がることか

ら、男女共同参画の視点を持って各活動及び各場面における対策を図る。
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（18）　防犯及び防火対策 

 

①避難所の防犯対策 

夜間の照明、仮設トイレの配置等、避難所の環境によっては犯罪を誘発及び助

長する場合もある。特に被害に遭いやすい子ども、高齢者、女性から危険箇所及

び必要な対応についても意見を聞き、照明の増設等の環境改善を行う。 

巡回警備班は、警察とも連携し、巡回及び被害者への相談窓口情報の提供を行

うとともに、被災者及び支援者全体に対して、いかなる犯罪及び暴力も見逃さな

いことを周知徹底する。 

市町村は、避難所の治安及び防犯等の観点から、必要に応じて警備員等の雇用

も考慮する。 

 

②避難所の防火対策 

避難所においては、防火担当責任者の指定、喫煙場所の指定、石油ストーブ等

からの出火防止、ゴミ集積場等に放火されないための定期的な巡回警備等の防火

対策が必要である。巡回警備班が中心となって、避難所内の防火対策のルールづ

くり及び体制づくりを行う。また、火災発生時に安全に避難するため、避難所の

防火安全についての遵守事項を、避難所の出入り口等に掲示する。 

 

③地域の治安確保 

大規模災害時の被災地では、治安を確保するとともに、通電災害（電気火災等）

等の恐れもあるため、避難所が地域の防災拠点となり、地域の防犯及び防火のた

めの巡回活動を行うことが必要になる場合もある。 
  

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考事例

 女性の視点を反映し
た防災ハンドブック
の作成と活用

県民参加のワークショップをリレー開催し、母と子の防災・減災ハ
ンドブック地域版を作成。それを活用して県内10箇所で、親子でゲ
ーム、体験を交えて楽しみながら防災及び減災について学べるセミ
ナーを開催した（兵庫県）。

○夜間の当直及び巡回活動の実施、また、部外者の出入りの制限等、防犯及び

防火についての避難所内での対策及び留意事項を検討及び実施すると同時

に、避難者に周知する。 

○避難所は、地域の防災拠点でもある。必要に応じて、地域内の防犯及び防火

のための巡回活動を行う。
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【様々なケースへの対応】 

 

（19）　ペット連れ避難者への対応 

最近は、ペットは家族同様の大切な存在として考えている人が多く、災害時には

避難所にペットを同行して避難してくる避難者が少なからず予想される。様々な人

が生活する避難所内で人間とペットが共存していくためには、一定のルールを設け、

トラブルにならないよう注意する必要がある。 

学校等の規模の大きな避難所は、敷地内にペットスペースを設け原則ペットを受

入れることとする。また、その他の避難所では、避難者の要望を聴きながら各避難

所に応じた対応を取ることが望まれる。 

なお、身体障害者補助犬については、ペットとは捉えず、身体障害者補助犬法の

趣旨を踏まえ、敷地の屋内外問わず身体障害者補助犬の同伴を受け入れる。 

 

【基本行動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ペット飼育者名簿　（様式６） 

 
※避難所におけるペットの飼育及び管理は、飼育者が全責任を負うことが基本であり、飼

育場所の清掃等の作業は飼育者が共同して行う自主管理体制を原則とする。 
 
※避難所へのペットの受入れには、鳴き声、臭気等の迷惑、糞尿、動物由来感染症等の衛

生面の問題への対応に留意する必要がある。 
 
 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 過去の災害の教訓から、顔

の見えにくい大規模な避難

所の方が犯罪が起こりやす

いことが明らかになってい

る。

特に地域複合型の避難所

においては、注意喚起及

びパトロール等の強化が

必要。

○発災後の対応  
　夜間に避難所と周辺地域を含め

た巡回等を行う。

 ○発災後の対応  
　仮設トイレ内等に防犯ブザー、

笛を準備する。

 ○市町村の事前対策  
　平時から学校等で教育を行う。

 安否確認等、様々な目的

で、避難所内に外部から

様々な人が入ってくる。

訪問者の中には悪質な意図

を持った人もいることを念

頭に置いて対応する。

○発災後の対応  
　居住スペースへの外部からの出

入りの管理を行う。

○環境班は、ペットに関するルールを取り決め、チラシ及び掲示板等で飼育者

及び避難者に周知徹底を図る。 

　・原則、避難所の居住スペースへのペットの同行及び持ち込みは禁止するが、

スペースに余裕があれば、屋内で過ごすためのペット同室の部屋及びテント

を別途準備する。 

　・屋内にペット用のスペースを確保できない場合には、敷地内の屋外にスペ

ースを設け、その場所で飼育する。 

　・また、屋外でペットと一緒にテントで生活をすることを希望する避難者に

は、ペットと同居用のテントを準備する。 

○管理班、情報班は、飼育者の届出を基にペット飼育者名簿を作成し、動物愛

護団体等が避難所のペット飼育者の支援を行うための基礎情報とする。 

○ペットの飼育及び清掃は、飼育者が共同で行う自主管理体制を原則とする。
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※一方で、飼育者本人はもちろん、ペットを適切に飼育することにより、他の避難者にと

っても癒しの存在になる等の効用があることについても理解を促す。 
 
※動物を苦手とする人、動物アレルギーの人、衛生上、抵抗力の弱い乳幼児もいるため、

避難所では人の居住場所と動物の飼育場所を分離し、動物はケージ内、繋ぎとめにより

飼育する。また、屋内のスペースに余裕があり、屋内でペット用のスペースが確保でき

た場合にも、ペット用のスペースとペット不可の居住区域を分離する等の対応をとる。

また、そのために必要なテント、間仕切り等を避難所に備蓄しておく。 
 
※ペット飼育者名簿では以下のような事項を把握する。 

把握事項：飼育者の住所及び氏名／動物の種類と数／動物の特徴（性別、大きさ、毛色、 
　　　　　その他）／固体識別措置の有無とその方法（マイクロチップ、迷子札、首輪の 
　　　　　色等）／犬の場合は、狂犬病予防法における登録と予防注射接種の有無／その 
　　　　　他（ワクチン接種の有無、不妊去勢の有無、健康状態等） 

 

【様々なケースへの対応】 

 

※避難所でペットを飼育する上で必要となる物資については、高知県健康政策部薬務衛生

課が、平時から県と全国規模の動物愛護団体と災害時の動物救護に関し協定を結ぶ等し

て受援体制を整えておく 
 
※動物救護所については、ある程度の広さがある環境衛生上の問題が発生しにくい場所が

必要であり、県は小動物管理センター等の県有施設を動物救護所として場所を提供し、

市町村においても同様に公共施設の場所の一部を提供することが想定される。 
 

 
→ 以下の資料も参照 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 飼育ルールが順守され

ずトラブルになるケー

スも予測される。

災害時のペット対応

に関する飼育者への

啓発。

○地域の事前対策  
　平時から地域のルールを決め、周知してお

く（居室内へのペット持ち込みの可否、ペッ

トの食料は個人備蓄が基本等）。

 ○地域の事前対策  
　平時から、ペット同行による避難訓練及

び避難所開設運営訓練を実施する。

 避難所でペットを飼育

する上で必要となる物

資（ペットフード、ケ

ージ、テント等）が不

足又はない場合があ

る。

ペット飼育者に対し

て必要物資のニーズ

の把握と配布方法等

についての情報伝達

を行う。

○発災後の対応  
　ペットの飼育に必要な物資等の支援を災

対本部に要請する。

 動物救護所のニーズが

出てくる。

動物愛護団体等との

連携。

○地域の事前対策  
　市町村ごとの対策を定め、平時から住民

に周知する。

 参考事例

 ペット同行の防災訓練

の実施

一部地域では、ペット同行の避難訓練と動物救護所設営運営訓練

を実施している（宮城県仙台市）。

 テントでペットとの同

居空間を確保

東日本大震災時、プライバシー確保用に配給されたドームテント

の一部を、屋内でのペット同居用のテントとして活用した（宮城

県仙台市ほか）。
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災害時におけるペットの救護対策ガイドライン（環境省） 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2506.html 

 

（20）　帰宅困難者、広域避難者への対応　 

 

①帰宅困難者への対応 

昼間等に突発的に大規模災害が発生した場合、都市部の業務地区、商業地区、観

光地、行楽地等では、交通機関の不通に伴って通勤者、通学者、観光客、買物客等

の来訪者の中で、帰宅が困難となる者が多数発生する可能性がある。 

特に、県都である高知市には、通勤及び通学のために平日昼間は周辺自治体か

ら多くの人口が流入しているが、高知市の人口密集地域のほとんどが津波浸水域

であり、かつ長期浸水域となっているため、災害発生時間帯によっては多くの帰

宅困難者が予想される。 

帰宅困難者への対応は、原則として、通勤、通学、来訪等の目的地である事業

者等が責任を持って行うものであり、市町村は事業所等にその周知を徹底し、事

前対策の実施を促す必要があるが、津波浸水域においては、これらの者が緊急的

に避難所に避難してくることも考えられる。その場合は、移動手段が確保される

までの間、避難所にて必要な支援を行う。 

なお、在住外国人及び外国人観光客については、市町村は、県災害対策本部を

通じ、被災者の母国の在日大使館及び領事館に対し、被災者に関する情報提供及

び移動領事事務の要請を行う。 

②広域避難者への対応 

大規模かつ広域的な災害発生時には、被災者の避難先は、広く他の都道府県及

び市町村に及ぶことが想定される。 

特に津波被害によって地域全体が被害を受けた、長期浸水で復旧作業が停滞し

ている等の理由により、従前の居住地域に住むことができなくなった被災者が、

遠隔地の親戚又は知人宅に避難することが予想される。 

これら被災地域外に避難した避難者が、情報過疎に置かれることのないよう、

市町村は、災害対策基本法第90条の３の規定に基づき作成する被災者台帳の活用

等によって被災者の居所の把握等情報収集を行うとともに、広域避難者に対し広

報紙の送付及びインターネット（Eメール、ホームページの開設）等による情報提

供を行うことが求められる。 

さらに、広域避難者が、受入先の地方公共団体においても、発災前に受けてい

た福祉サービス等を継続的に受けられるよう配慮することが求められる。 

被災地方公共団体が所在を把握できる広域避難者に対しては、地方公共団体間

で連絡を密にし、情報、サービスの提供に支障が生じないよう配慮することが必

要である。 

 

（21）　ボランティアとの連携 

被災者への救援物資の配布、避難所の運営、炊き出し、要配慮者の安否確認及びきめ

細かな在宅生活支援等、災害時においてボランティアが果たす役割は極めて大きい。 

発災後のボランティアの活用においては、ボランティア班が中心となって災害ボ

ランティアセンターと連携し、刻々と変化するボランティアの需要と供給のマッチ

ングを図ることが重要となる。また、ボランティアの活動に際しては、ベストの着

用等でボランティアだとひと目で分かる工夫を行う、避難所内での活動にはボラン

ティア班が同行する等、避難者とのトラブルにならない運用に努める。 

なお、被災後のボランティア活動にあたっては、外部の人的資源だけでなく、避

難者及び地域の被災者自身に参加を呼び掛けることも大切である。
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３　避難所生活の長期化対策と運営管理 
 

避難生活の長期化は、運動不足及び食生活の偏り等を招き、生活習慣病の発症及び

持病悪化のリスクを増加させる。また、特に高齢者及び障害者等の要配慮者を中心に、

生活の不活発化を原因として心身の機能が低下する生活不活発病の発症も懸念される。

そこで、避難所全体で避難者及び在宅被災者の体調維持管理に取り組むことが重要と

なる。 

市町村においては、保健師等が中心となって、避難所の健康維持の取組を指導管理

し、避難者の自立及び生活再建に繋げていくことが求められる。 

 

（１）　避難者の自立と生活再建を視野に入れた支援の必要性 

災害時における生活不活発病の原因は、本人の意思ではなく、以下のような環境

要因が指摘されている。 

・環境の変化のために動けない 

「道路が通れない」、「避難所の通路が通りにくい」 

・することがなくなったので動かない 

「自宅でやっていた役割がなくなった」、「人との付き合いがなくなった」 

・遠慮して動けない 

「周りに迷惑をかける」、「ボランティアさんが親切」 

「散歩等すると災害時なのに･･･と思われそう」 

このような環境要因をできるだけ取り除き、生活不活発病及び災害関連死の予防に

努め、高齢者及び障害者等の生活の自立度を低下させない支援を行うことが重要であ

る。 

 

①避難者の生活リズムの確保　 

　　→ P77を参照 

 

②保健師及び看護師等のチームによる巡回相談の実施 

　　→ P76,77を参照 

 

③役割分担による生きがいづくり及び居場所づくり 

年齢、性別、障害の有無等に関わらず、全ての避難者に避難所運営の中で何ら

かの役割を担ってもらうことで、避難生活の中にも生きがい及び意欲を見出しても

らうことが大切である。 

また、休憩室及び多目的スペース等を活用して避難者同士の交流の場を設ける

ことで、孤立感の解消及び居場所づくりに繋げることもできる。 

 

（２）　避難者の生活再建に向けた取組 

住宅確保対策及び就労支援は、避難所の撤収に向けて極めて重要な課題である。 

避難所においては、情報班及び相談班が連携して、生活再建に必要な情報の提供及び

相談窓口の設置、また被災者の就労に関する情報支援等を、市町村と連携しながら行う。 

市町村は、避難所からの要請に応じて、相談窓口への職員の派遣、ハローワーク

等の関係機関からの人員派遣のコーディネート機能を担う。 
 

①生活再建支援の相談窓口の設置 

展開期及び安定期以降は、応急仮設住宅入居申込み、応急資金貸付制度等のた

めの各種手続き、また就労に向けての相談、情報収集等、生活再建へのニーズが

高まる。そこで、相談班は、行政の支援制度に関する相談のために市町村職員が

連
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避難所を巡回するよう、市町村に要請を行う。また、就労相談のために関係機関

の職員が避難所を巡回するよう、市町村を通じて要請を行う。 

　→ P79も参照 
 

②市町村の雇用情報の提供と就労支援 

東日本大震災時には、がれき処理等が男性避難者の雇用対策に上手く繋がった

一方で、避難所の炊き出しはいつまでも女性避難者の奉仕活動の位置付けで、女

性の雇用機会に繋がらなかったという教訓があるが、被災後は、被災以前に就労

していた者だけでなく就労していなかった者にも生活再建のための就労ニーズが

ある。 

市町村は、男女が平等に雇用機会を得られるよう対策を検討しなければならな

いと同時に、避難所においては、避難者が就労の機会を逸することのないよう配

慮する必要がある。 

また、高齢者及び障害者についても雇用ニーズはあるため、避難所からの雇用

情報提供の際は、多様な情報伝達手段で情報を平等に伝達することに留意する。 
 

【様々なケースへの対応】 

 

 

（３）　避難所退所後の被災者支援への引き継ぎ 

情報班は、避難所撤収によって退所した被災者への支援が途絶えてしまうことの

ないよう、避難所で管理を行っていた名簿等の情報を円滑に市町村に引き継ぐ。 

特に、高齢者及び障害者等の要配慮者については、支援の途絶が命に関わること

もあるので留意する。 
 

 

 

 

 状況等 運営管理のポイント 解決策の例

 発災後は男性に比
べ、女性の雇用機会
が少なく、就労への
課題も多い。

被災後は、育児及び介護と仕事
の両立は平時よりも困難である
ことに配慮し、対応する。

○発災後の対応  
　避難所内及び近辺で、子ども及
び高齢者の一時預かりを行う。

 避難所運営が一部の人（特に女
性）の負担にならないようにす
る。

○発災後の対応  
　炊き出し等を女性の役目として
固定化させない。

 参考事例

 女性被災者の雇用創出 避難所の炊き出しに臨時職員を雇用（宮城県亘理郡山元町）

 参考事例

 要配慮者の転居
先の把握

東日本大震災では、多くの要配慮者が地域に散在する借上げ民間賃貸
住宅に入居したが、転居先の情報を行政が把握できず、その後の要配
慮者の孤立に陥ったケースもあった。
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（４）　避難所の統廃合、撤収 

市町村は、避難者の住まいの確保等、避難所以降の生活に目処が立つのに併せて、

避難者と意思疎通を図りながら順次、避難所の統廃合及び撤収を進める。 

 

①避難所の統廃合、撤収方針の確立と周知 

避難所はライフラインの復旧、流通の回復、住まいの確保ができる段階になれ

ば撤収する。 

市町村は、目安の時期（できれば各市町村の被害想定に基づいて事前に復旧目

処も検討しておく。）をできるだけ早く避難者に示し、自立の目標を避難者に持

ってもらうよう努める。 

 

②避難スペースの集約と避難所の統廃合 

市町村は、可能な限り早い段階で、避難者の理解を得て、施設内、避難所間の

統廃合を行う。その際、民間施設、追加指定された公共施設等を優先的に廃止す

る。また、学校においては教育再開のために教室の復旧を優先する。 

最終的に集約する施設は、学校以外の施設（市町村立の体育館、文化施設、コミ

ュニティ施設等）とする。 

統廃合に当たっては、避難所運営委員会と十分な話し合い、情報連携を取り、

避難所で形成されたコミュニティの維持にも配慮する。 

 

③情報の引き継ぎ 

情報班は、避難所運営で使用した各種情報を、市町村に円滑に引き継ぐ。特に

作成した避難者名簿の情報については、災害対策基本法第90条の３の規定に基づ

き作成する被災者台帳に引き継ぎ、継続的な被災者支援に活用する。 

 

④撤収 

市町村は、撤収期日を明示し、ボランティア等の協力を得て、避難者の退去を

支援する。 

物品及び資材等については、次の災害又は他地域の災害に役立てることができ

るよう保管しておく。 

 

⑤経験及び教訓の伝承 

市町村は、うまくいったこと及びいかなかったことについての記録を取りまと

めることにより、災害対応の経験及び教訓を地域防災計画、避難所運営マニュア

ルの充実等に生かしていく。 
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